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会議に付した事件 

 日程第１           一般質問 

  １．久保山 義 明     (1) これからの中心市街地のあり方について 

                (2) 地域おこし協力隊の受け入れについて 

                (3) 消防団員確保への取り組みについて 

 

  ２．大 山 勝 代     (1) 「子ども・子育て支援新制度」について 

                (2) 基山保育園の条件整備について 

 

  ３．林   博 文     (1) 土地開発公社の運営について 

                (2) 公共施設及び町有地の有効活用について 

 

  ４．松 石 信 男     (1) 生活保護費削減と町民のくらしの影響について 

                (2) 学童保育（放課後児童クラブ）のあり方について 

 

  ５．河 野 保 久     (1) どうする けやき台関連の諸問題 

                (2) 認知症対策はどこまで進展したのか 
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～午前９時00分 開議～ 

○議長（鳥飼勝美君） 

 ただいまの出席議員数は12名で定足数に対しておりますので、本日会議は成立いたしまし

た。 

 これから直ちに開議します。 

      日程第１ 一般質問 

○議長（鳥飼勝美君） 

 日程第１．一般質問を議題とします。 

 最初に、久保山義明議員の一般質問を行います。久保山義明議員。 

○２番（久保山義明君）（登壇） 

 皆さんおはようございます。２番議員の久保山義明です。議長より登壇の許可をいただき

ましたので、通告に従い、３項目にわたって質問をさせていただきます。 

 その前にまず、日曜日の朝早くから傍聴にお越しをいただき、心から感謝申し上げます。

議会改革の一環でスタートした土日議会ですが、３月という大変公私ともに忙しい中、決断

をしていただいた議員各位、また対応していただいた執行部各位に改めて感謝申し上げます。

傍聴者の皆様には、これから基山町がどういう方向性で進もうとしているのか、しっかりと

見届けていただきたいと思います。 

 まず１項目、これからの中心市街地のあり方についてお伺いいたします。 

 基山町は、御存じのとおり都市計画が厳しく制限されています。その中で、この中心市街

地を今回に限り定義づけさせていただきますと、旧庁舎跡地を含む、いわゆる都市計画の商

業地域4.8ヘクタールを前提に話をさせていただきます。 

 ではまず、(1)町づくりにおける町長の理念とは何か、お尋ねいたします。 

 (2)旧役場跡地周辺の再開発について現在協議中の内容についてお示しください。 

 次に、２項目め、地域おこし協力隊の受け入れについてお尋ねいたします。 

 これは、御存じのとおり総務省が地域外の人材を積極的に誘致し、その定住、定着を図る

ことで、住民のニーズに応えながら地域力の維持、強化に資する取り組みとして平成21年３

月に設置されたものであります。 

 そこでお尋ねいたします。 

 (1)基山町において受け入れをすべきと考えるが所感をお示しください。 
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 (2)総務省からの特別交付措置はどのようなものがあるか、お尋ねいたします。 

 (3)地域おこし協力隊受け入れの際にどのような弊害が予想できるか、お示しください。 

 最後の質問項目です。消防団員確保への取り組みについてお尋ねいたします。 

 間もなく、あの東日本大震災から３年がたとうとしています。私も１週間でしたが震災直

後の現地においてボランティア活動を行いながら、決して忘れてはならないと胸に誓ってお

ります。また、それと同時に、救助活動に奔走する消防団、それぞれの地域で活動する消防

団の大切さと頼もしさも痛感していますが、団員確保に関しては現団員たちからその苦悩を

見聞きし、今回の質問となりました。 

 (1)平成26年度佐賀県当初予算案に計上されている消防団員確保のための予算内訳をお尋

ねいたします。 

 (2)これからの基山町として消防団員確保にどう取り組んでいくのか、お示しください。 

 以上３項目、通常より10分短い60分での質問時間です。明確に的確な答弁をお願いいたし、

１回目の質問を終わります。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君）（登壇） 

 おはようございます。早速でございますけれども、久保山義明議員の御質問にお答えを申

し上げます。 

 まず１項目めのこれからの中心市街地のあり方についてということで、(1)町づくりにお

ける理念とは何かということでございます。これにつきましては、当初、私感じておりまし

たのは、町づくりそのもの、いわゆる行政のあり方というような捉え方をいたしましたもの

ですから、考えましたのは、やはりもう総体的な考えで、町民の皆様の幸せのために、その

ための住みやすさを追求することと、それを公正公平に進めることというようなことを考え

ておりましたけれども、むしろそうじゃなくて、今後の町の姿、形がどうなんだというお尋

ねかなというような、そういう気もいたしましたものですから、それにつきましてはやはり

以前から言っておりますように、活力といいますか、にぎわい、それと安らぎ、ゆとり、こ

の辺のバランスがとれた町の姿というようなこと、これが私の思うところでございます。 

 それから、(2)番目の旧役場跡地周辺の再開発についてと、現在協議中の内容について示

せということでございます。旧役場跡地については、どのような可能性があるか等について



- 241 - 

の調査や、どのような国の制度があるかなどについて協議をいたしております。 

 ２項目めの地域おこし協力隊の受け入れについてということです。 

 (1)基山町において受け入れをすべきと考えるが所感を示せということでございます。現

在のところそのような考えは持っておりません。しかし、制度の活用については研究してい

く必要はあろうかと考えます。 

 それから、(2)の総務省からの特別交付措置はどのようなものがあるかということでござ

いますが、財源措置として募集に係る経費200万円及び地域おこし協力隊員１人当たり400万

円を上限として特別交付税として措置がされます。 

 (3)地域おこし協力隊受け入れに際し、どのような弊害が予想できるかということでござ

いますが、現在どのような弊害が出るか把握はしておりませんので、今後そのようなことに

も注意しながら研究していきたいと思います。 

 ３項目め、消防団員確保への取り組みについてでございます。 

 (1)平成26年度佐賀県当初予算に計上されている消防団員確保のための予算内訳は何かと

いうことです。佐賀県の消防団員確保のための4,100万円の予算内訳につきましては、消防

団ＰＲ事業として2,000万円を計上されております。これは、県が新聞、テレビ等、メディ

アを利用した消防団活動等のＰＲを行う事業となっております。また、消防団員確保対策市

町補助金が2,000万円となっております。これは、市、町が実施します消防団員確保対策の

ための勧誘用、広報用パンフレット作成費、自治会と連携した団員勧誘経費などや、防寒着、

救命胴衣など消防団の装備等の資機材費の整備に対する補助となっております。このほかに、

佐賀県消防協会が実施します消防団員確保対策の補助に100万円計上されております。 

 (2)これらの対応策について示せということでございます。基山町におきましても、消防

団員の確保が難しい状況が続いております。このため、消防団活動などについて理解してい

ただくために勧誘用、広報用パンフレットを作成するなど、消防に対する啓発活動を充実し

ていきたいと思っております。また、地域によって勤務先が町外となっている団員が多く、

昼間の火災出動団員が少数となっているところもあることから、機能別消防団員制度を検討

し、消防団員の加入促進を図る必要があると思っております。 

 以上でございます。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 久保山議員。 
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○２番（久保山義明君） 

 それでは、２回目以降の質問は一問一答でお願いいたします。 

 まず、町長にお尋ねいたします。基山駅前市街地活性化協議会、これは町長が会長のよう

ですが、どのような組織かお聞かせください。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 活性化協議会、これは当然、基山駅前の活性をどうして図っていくか、再開発なのかどう

なのかとか、そういうことを検討する会だということでございます。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

 今から約４年前、ＵＲ都市再生機構、また都市再生アドバイザーによる聞き取り調査をさ

れています。その後の活動内容をお聞かせください。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長（木村 司君） 

 これにつきましては、当時、ＵＲのほうから人材を派遣してもらって、駅前の活性化につ

いてどういう問題があるかということを分析していただいたということでございます。結果

としましては、やはり人が集まる理由がなくなってしまっているというのが一つの問題でし

たので、ここに人を集めるような施策が必要じゃないかということを伺っております。その

後、旧庁舎のところをいかに使うかということが必要だろうということになっていますけれ

ども、今のところ、それからは活動的には行っておりません。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

 平成21年９月11日付で、これは基山町長名で独立行政法人都市再生機構九州支社の支社長

宛てに都市再生アドバイザー支援依頼を提出してあります。その内容は、旧役場跡地を活用

し、宅地の共同化を図り、中高層住宅等の建設による住環境の整備に対する計画へのアドバ
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イスということで出されてあります。この報告書が恐らく出ていると思うんですけれども、

その内容に対する答申、町の考え方は出されたのでしょうか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長（木村 司君） 

 当時、先ほど申しましたとおり、やはり駅前という状況の中で、ここに人が集まってくる

理由がなくなっているというのが一つの一番大きな問題だということは聞いておりますので、

ここのところをどうしようかということで商工会と少し話した記憶はございます。具体的に

はまだ動いている状況ではございません。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

 つまり、まだ出されてないというか、もう完全に４年間、先送りをされている状態ですよ

ね。これはちょっと前置きとして、後ほどまた聞かせていただきます。 

 先ほど町づくりにおける町長の理念をお尋ねいたしました。12月議会において品川議員の

質問に財政課長がＰＦＩは手段です、どんなサービスを行うのかというのが究極の目的です

と答弁されました。私もそのとおりだと思います。究極の目的、いわゆる理念がないものを

幾ら、さあやってくれ、絵を描いてくれと言われても困るわけです。だからこそ、今回の一

番初めに町長の理念をお尋ねいたしました。 

 ただ、ちょっと予想外の答弁で、先ほど追加も補足もありましたけれども、果たしてこの

理念で町民の皆さんに響き渡るのか、また、何かあそこを再開発なり見直す際に、この理念

で本当に前に進むのかというちょっと心配もありました。 

 そこで、企画政策課長のお尋ねいたします。第４次総合計画の基本理念、町として平成27

年度までの基本理念は何でしょうか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長（木村 司君） 

 御存じだと思うんですけれども、「心豊かな人と人との関係づくり」と「自然と共生した

まちの魅力づくり」と「みんなが進める協働のまちづくり」でございます。 
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○議長（鳥飼勝美君） 

 久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

 今、企画政策課長は第４次総合計画を出されて答弁をされましたが、本来は全ての町民が

そらんじて言い合えるのが理念だと思っています。これが町の根幹であり、方向性です。し

かし、残念ながら、多くの町民の方と共有できているかというと、そう簡単ではありません。

それは、その意識がないというか、意識をするような仕掛けがないからだと思っています。 

 ちょっと第４次総合計画について触れますが、最終年度の平成27年度の人口フレームの目

標値、これは改めて町長にお聞きします、何人ですか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 まあ希望的なところもございましたけれども、１万9,000人だったかというふうに思って

おります。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

 そうです。１万9,000人です。しかし、ことしの１月から２月半ばまでに町長がみずから

出席をされ、挨拶をされた、例えば年初めの全員協議会、年始交換会を初め、地域の老人ク

ラブの新年会に至るまで、私が同席をさせていただいた少なくとも６回、全て人口減少は全

国的な流れということを口にされました。今回の施政方針でもそうです。確かに、全国的に

見るとそうでしょう。ただ、私たちの町はどこを目指しているのでしょうか。少なくともあ

と２年間、あと２年間あるわけです。あと2,000人ふやすんだという意気込みを口にされる

のであれば、それは理解できます。最終年度までのあと２年間で集大成を行う、そのために

予算編成を行うんだと、だからこそ施政方針でも真剣に考えるべきですと、みずから申し述

べられました。 

 昨日の副町長は踏み込んだ発言をされたと思っています。町長、とにかく、人口減少の話

は全国的な流れであるが、基山町としてはあと2,000人増のためにやっていくんだという発

言をされるべきだと思いますが、いかがでしょうか。 
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○議長（鳥飼勝美君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 私も人口減少と、それから少子・高齢化、この辺のところは非常に気になる、これから日

本の将来がここに一つやっぱり描かれておるというような気がいたしますし、基山町におき

ましても、これはやっぱりどこかに頭に入れておかなきゃいかんという問題だと思います。

そういうことを抜きに、さあ開発だ、発展だということばっかりではやっていけません、そ

ういうことじゃないですかというようなことを申し上げておるわけでございます。これを余

り言いますと、何かこう、減って当然だと、減少するのが当然、それを前提にというような

ことでございましょうけれども、私は決してそういう意味で言っているわけじゃございませ

んし、やはりふやす努力というのはやっていかなきゃいかんと、そのための福祉であり、教

育であり、住みよさでありと、そしてこれから２年間ということでございますけれども、２

年というか、むしろ10年間はやっぱりこれは伸びしろはあると思いますので、それを伸ばす

今までの環境にプラス施策をやっていかなきゃいかんと、そういう思いでございます。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

 そうです。そういう意味で言っているわけではないと言われながらも、やはり町民として

はそう受け取らざるを得ない状況ですので、そこはやはり封印していただいて、これから２

年間どうやってふやすんだということを私は全面的に申し述べられるべきだと思っています。 

 今、民間企業において行われているミニ開発によって人口減少にストップがかかってくる

と思われますが、恐らくそこから先です、重要なのは。いつも言われる市街化区域内の残存

農地30万平米をどうするのか、きのうも随分と出ておりましたけれども、これはもう何度で

も言います。この残存農地でいつもストップがかけられてきましたので、１つ、飛び地とな

っている残存農地をどう整理していくのか、それから連続している残存農地を町としてどの

ように政策を立てていくのか、この解消だけで2,000人の人口増はクリアできるわけです。

これは１区画70坪で、１世帯３人で計算してもクリアできるわけですよね。あと２年間、町

としての意気込みを改めて聞かせてください。 

○議長（鳥飼勝美君） 
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 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 それはきのうも申しましたように、どうしていくのかということ。残存農地というのは、

もうこれはちょっと、だから市街化区域をもっと広げるというような、そのネックになって

おるということはもう事実でございます。したがいまして、その残存農地をどうしていくか

ということです。残存農地の中でも住宅に合うところ、合わないところ、いろいろございま

す。そういうところはやっぱり選別しながら、そして住宅開発できるんだというようなとこ

ろには、やはり何らかの手だて、道路をつくるなり何なり、囲繞地にならないようにとか、

そういうこともやっぱり町としてもやっていかなきゃいかんと。 

 そういうことで、とりあえずは今度総合計画で上げます、この10年間でどうしていくかと

いうような、それはやっぱりしっかりうたっていかなきゃいかんというふうに思っておりま

す。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

 そうです。この手だてですよね、どうしていくのかという。私は、町長が町のトップとし

て、残存農地を抱えられる世帯、一世帯一世帯、きちんとヒアリングしていくくらいの覚悟

が必要ではないかと思っています。町長みずからがお話をお伺いする機会をつくるというこ

とにはなりませんか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 今まで特にそういうふうな一人一人と話したということ、一人一人というか、そういう方

たちの集まりで話したというようなことはいたしておりません。ただ、本当に私も知った人、

身近におりますし、そういう人とは本当にどうなんだということの話は聞いております。や

はり、そこには先祖伝来だからとか、何とか俺の代は守っていきたいとか、そういうふうな

ことも言われます。それから、確かに税制、ただこれで持っておって、農業をやっていたっ

て税金等ペイできるのかとか、そういう悩みは持ってあるということは聞いてはおります。 

○議長（鳥飼勝美君） 
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 久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

 私もできる限り残存農地をお持ちの皆さんとお話をする機会をつくろうと努力してまいり

ました。ただ、町長が今言われるように、さまざまな悩みをお持ちです。ですから、そこを

やはり町のトップとして、一つ一つほぐしていく作業というのが絶対にやっぱり不可欠だと

思いますので、ぜひとも前向きに考えていただきたいと思います。 

 ちょっと中心市街地から外れましたけれども、旧庁舎跡地を含む再開発、これも12月議会

で時間がかかると答弁されました。私も慎重にやるべきだと思っています。ただ、理念なき

政策であれば、住民を初め、後継者、相続対象の皆さん、どう対処していくべきか、混乱を

かき立てると思っています。 

 このエリアは伝統的建造物群保存地区、いわゆる伝建地区にはなり得ないと思いますけれ

ども、中には登録有形文化財には指定できる住居も数カ所見受けられます。まず、そこをど

う認識してあるのか、お尋ねいたします。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 誰ですか。久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

 恐らくどなたも認識されていないんだと思いますので、先に進みます。 

 スクラップ・アンド・ビルドという時代は終わりを告げていると私も感じています。だか

らこそ、そういう認識もまた必要になってくるということはぜひ覚えておいていただきたい

と、頭に入れながら行動していただきたいというふうに思っています。 

 (2)の現在協議中の内容について、時間の関係上、あわせてお聞きします。 

 相談をしておりますと答弁がありましたけれども、これは誰に相談をされているのでしょ

うか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長(木村 司君) 

 この件に関しましては、まず１つだけ、再開発ということをすぐ考えているわけではござ

いません。まだ再開発の可能性があるかどうかということもわかりません。それから、マン

ションという話もありますけれども、マンションが建つかどうかもわかりませんので、まず
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そういう基礎的な調査が必要じゃないかということで、事業者のほうとそういう相談をさせ

ていただいている段階でございます。具体的に会社名を申し上げるのは控えさせていただき

ます。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

 以前の答弁でも、まずは意識調査から進めたいという答弁がありましたし、今回も意識調

査をやりたいと。その場合、どの範囲を想定されているのか、お尋ねいたします。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長(木村 司君) 

 住民さんの考え方もお聞きしたいと申し上げましたけれども、まずどういう可能性がある

のかということを探らないと、住民さんも何もなしに意識調査というわけにもいきませんの

で、まず先ほど申し上げましたとおり、どういう問題があるのかということを調査しまして、

それを受けて住民さんの意識調査をしたいと思っております。 

 それから範囲ですけれども、当面、先ほど久保山議員がおっしゃいましたとおり、町道の

基山駅前線の南側のいわゆる商業地域を今のところ考えております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

 ４年前のときは、これは線引きがある分はモール商店街やＪＡ跡地も含まれているみたい

ですけれども、今、答弁によると、いわゆる商業地域の4.3ヘクタール、ここを中心にとい

うふうな答弁だと思っています。 

 恐らく業者の方、これは不動産業者なのか設計会社なのかわかりませんけれども、相談を

持ちかけているという、12月議会には不動産業者に相談を持ちかけているとありました。先

ほど言われましたように、まず基礎調査の話だろうと思っています。今、このサーベイと言

われる、いわゆる調査ですね、これは本当に大事です。都市コンサル、不動産業者、大手設

計業者に丸投げ委託で済まそうなんていう考えは大間違いだと思っております。実際に、先

ほどお聞きした４年前の調査事項もそのままになっているわけですよね、ＵＲに調査依頼を
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して。結局、結果が出てそのままです。何の手もつけられていない状態で４年間過ごしてき

たわけです。まさかそんなことは考えられていないですよね。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長(木村 司君) 

 そういう調査についても町として経験があるわけじゃございませんので、そういうことも

いろいろ調べながらやっていきたいとは思っております。町でいろんな委託事業をしており

ますけれども、決して丸投げをしているわけじゃございませんので、今度の総合計画でも丸

投げをしているわけじゃございませんので、いろいろ町のほうとしても検討しながらやって

いる状況でございます。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

 私も委託するのがだめだというふうに言っているわけではないんで、先ほども申しました

ように、そこにはやはり町としての理念が絶対的に必要だと思っています。ただ、基礎調査

をして、住民のアンケートをとる際に、今までが余りにも安易にされてきた経緯があるもの

で、私がちょっと心配をしているところです。ですから、少なくとも紙切れを郵送して返信

していただくなんていうことは考えないでいただきたいと思っていますし、きちんと家族構

成や回答される方々の思い、気持ちを含めながら面談を進めていくべきだと考えます。 

 先ほど私は町長に理念をお聞きしました。今回は、もうこの理念という言葉は何度も使い

ますけれども、理念なきところでプランニングができるはずはありません。駅前から旧役場

跡地のプランニング、これは恐らく10年計画、さらに10年かけて整備をしていくぐらいの年

月がかかるかもしれません、もし一体的進めるのであればの話ですけれども。ただ、その間、

町内で最もすぐれた立地である町有地をそのまま塩漬けにしておくなんてことは誰が考えて

も町の衰退を象徴するだけであります。ここはやはりスピード感が求められていきます。つ

まり、並行して進めていくという難しい選択を選ばざるを得ません。これについてどのよう

にお考えか、お聞かせください。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 小森町長。 
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○町長（小森純一君） 

 今、幾つか、前のに戻りますけれども、本当に混乱を来しておるというような言葉、これ

もそうかなというふうに思いました。動かない、どうなるかわからんというふうな不安の混

乱と、それから逆にあんまり早く早くやっていく、それに対する不安というのも、混乱とい

うのも生じてくるかとも思います。本当に、やっぱり住んである方もあるわけですから、商

売なさってある方もあるわけですから、その辺のところはやっぱりスピード感と言いながら

も慎重にやっていく必要はあるというふうに思っております。 

 町づくりに関しましても、本当に、これは基山町は決してそういうことじゃない、やっぱ

り駅前のにぎわいというのは必要だと、それはさっきから申し上げるとおりですけれども、

本当に町づくりというのはどうあるべきか、大きな都市あたりではもうそんな駅にこだわら

ん、駅前の商店街にこだわらんでもシェル型でもいいじゃないかとかなんとか、いろいろ町

づくり関しても考え方があるというような、そういうこともやっぱり考えあわせて、基山町

はしかし駅前を何とか活性化しなきゃいかんと、それは一つの私も理念といいますか、考え

としては持っております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

 わかりました。ちょっとまた先ほどの基礎調査に関連してお尋ねいたします。 

 また議長の許可をいただいて拡大コピーをお持ちしました。この特定地域再生制度、これ

は御存じでしょうか。内閣府が出しているやつです。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長(木村 司君) 

 詳細まではちょっと存じておりません。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

 本当何かこう、台が欲しいんですけれども、これは内閣府地域活性化推進室が募集をかけ

ている事業であります。その中の特定地域再生計画策定事業、こういうのがあります。地域
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の将来像や課題の解決のための取り組みについて、住民や関係団体との合意形成を図るため、

調査等を実施する場合に補助金を交付するというものです。これは募集開始は３月14日、締

め切りは４月14日、あと１カ月以上あります。私は正直言って、町長や企画政策課長がイメ

ージする町づくりというのがなかなか見えてきません。この補助金の話をしても残念ながら

何のアクションもないんでしょう、恐らく。問題意識を常に持っていただいているんであれ

ば、一歩前に進むためにも申請されていいはずですし、やはりこういう調査をしたいと言わ

れているんですから、1,000万円上限の補助があるわけですよね。だったら、やはりみずか

ら率先して、私が見つけられるぐらいですから恐らく皆さんが見つけられないわけないんで

すよ。だから、常にやっぱり問題意識を持っていただきたいなと。 

 このイメージにも書いていますように、地域公共団体が対象となっています。協議会のよ

うな多様な主体性を持ってチームを組んで、ですから設計会社とか不動産業者にお願いしま

すとやるんではなくて、協議会のような多様な主体性を持ってチームを組んで住民や関係団

体に意識調査やワークショップ等を開催します。そこで得られたニーズ、課題の把握、コン

センサスの醸成、そして地域再生法に基づく特定政策課題、例えば市街地において医療、介

護、福祉、子育て等のサービスを一体的に整備、提供する町づくりの地域再生計画を住民の

皆さんと共有した理念のもとに作成に向けて動き出す。これは、まず研究、検討するに値す

ると思われませんか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長(木村 司君) 

 それにつきましては、最近メールで来ておりましたので、係長のほうにちょっと検討をお

願いしております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

 メールは来ている。あと１カ月です。私は、ぜひとも早急にこの獲得に向けて動き出して

いいと思っています。 

 先ほどからいきなり再開発というわけにはいかないというふうに言われています。この資

料も取り寄せて、ずっと調べていました。これは国交省のやつですね、地方都市リノベーシ
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ョン事業、それと都市再生整備計画事業、これらを活用して一気に市街化再開発をやるべき

というふうに言っているわけではありません。100年以上の歴史を持った民家や長崎街道と

いった基山町の歴史を刻んできた町並みであります。また、ここには皆さん御存じのように、

役場があって、郵便局があって、病院があって、商店街があって、銀行もあったわけです。

このわずか4.7ヘクタールの中にひしめき合っていたわけですよね。当然、町民の方々はこ

こに集まる必然性を感じて、ここに集まってこられました。それと同時に、この狭い基山町

において唯一都市計画における商業地域でもあります。最も容積率が高い地域でもあります。

だからといって、その商業施設を今さら持ち込んで、あのにぎわいをもう一度という発想は、

逆に未来への町づくりには逆行する可能性も否定できません。だからこそ、先ほど言いまし

たように、医療、介護、福祉、そして子育て支援の核として、もう一度この場所に足をとめ

ていただく仕組みが必要ではないかと思っています。慎重に、そしてスピーディーに、さら

に高齢者と若者が互いに共生し合いながら寄り添うソーシャルデザイン、コミュニティーデ

ザインを取り入れた、もうまさしく基山らしい町づくりを願っています。丁寧な調査、そし

てこのような目的があって初めてＰＦＩで可能なのかどうかということが問われてくると思

います。また、民間活力が生かせるのかどうか、この判断になると思っています。 

 町長の意見とお考え、そして、この旧庁舎跡地、約2,220平米あります。どのようにして

いくのか、改めてお聞かせください。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 今、久保山議員おっしゃったとおりだと私も思っております。やっぱりにぎわいというの

は、駅前、あの一角に必要だということ、これは申し上げておるとおりでございます。先ほ

どシェル型なんていうような変なこと言いましたけれども、シェル型はやっぱり必要だと、

分散型、これはもう大きな都市、郊外というようなことになりますから、基山は決してそう

いう話じゃないと。だから、やっぱり駅前をしっかり固めていくというようなこと、そして

市街化区域の再生、活性化というようなこと。今これ、それとはもちろん違うと思いますけ

れども、やっと佐賀市、やっとといいますかね、佐賀市でもやっぱり古くなった建物とかい

ろいろありますから、商工会議所とかなんとかもよそに持っていくとか、そういうふうな取

り組みを佐賀市がやっておるんだなというふうには思っております。基山町もやっぱりおく
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れないようにそれをやっていきたいというふうには思っております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

 旧庁舎跡地、この2,220平米、これはどうされますか。とりあえずそのままですか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 とりあえずそのまま、そのままという言葉は余り響きがよくないかもわかりませんけれど

も、とりあえず今すぐどうこうということじゃないとだけは申し上げておきます。そういう

ことはやっぱり民間とも話し合っていかなきゃいかんし、町としてもあれにこだわるという

つもりはございませんので、その辺はそういう業者があればお互い連絡をとってやっていき

たいと、連携とってやっていきたいと思います。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

 私の町づくりにおける理念というのは、実は町づくりは関係づくりだと思っています。こ

の理念のもとに私は動いているつもりです。グローバルスタンダードという言葉から、今、

グローカルという言葉へと地方では変化してきています。つまり土着性です。 

 基山らしさとは何か、改めて追求するために、金太郎あめのような絵を描いてしまう大手

企業や都市コンサルによる安易な意識調査やアンケートなどをするのではなく、お互いを認

め合いながら関係づくりを持続的に行える仕組みをつくっていただきますようお願いして、

次の質問に移らせていただきます。 

 続きまして、２項目め、地域おこし協力隊の受け入れについてお尋ねいたします。 

 こちらも時間の都合上、(1)から(3)まであわせて質問をさせていただきます。 

 まず、地域おこし協力隊の現状から説明させていただきます。これもちょっと拡大コピー

でごらんください。平成21年３月から受け入れを開始し、平成21年は全国で隊員数89名、31

の自治体からスタートしました。翌平成22年は隊員数257名、90の自治体、平成23年は隊員

数413名、147の自治体、平成24年、隊員数617名、207の自治体、そして昨年、平成25年は978
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名、318の自治体といったように、その受け入れ自治体、また受け入れ人数、受け入れ隊員

数ですね、すさまじい勢いでふえていっています。ただ、佐賀県では平成25年で３の自治体、

隊員数も５名であります。これは、大都市圏以外では圧倒的に低い数字になっています。つ

まり、人をなかなか使い切れない土地柄なのかもしれません。 

 まず、この全体の伸び率の数字を見て、なぜここまで急速な伸びになっているとお考えな

のか、お聞かせください。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長(木村 司君) 

 そもそもこの制度の目的はですね、いわゆる自治体の特定の地域において非常に人口減と

か高齢化とか進んでいる中で、そういう特定の地域を盛り上げようということで、そしてそ

こに定住化を図ろうということで政策的に制度が設けられたものでございます。これにつき

ましては、近年の高齢化とか、合併による周辺部の停滞という問題も最近は顕著化しており

ますので、そういう必要性が随分出てきたかなというのを認識しております。それともう１

つは、少し使い方が違うんじゃないかと思われような使い方もされてきております。特定の

地域じゃなくて、市町村が呼んで使っているという状況もあるみたいです。だから、それは

ちょっと本来の目的とは違うんじゃないかなという気はしております。 

 以上でございます。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

 １回目の答弁で、制度の活用については研究していく必要性はあろうかというふうに答弁

されましたが、研究は十分にされているんじゃないですか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長(木村 司君) 

 答弁もあるので、ちょっと勉強させていただいたところでございます。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 久保山議員。 
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○２番（久保山義明君） 

 また先ほどの答弁の中で、使い方がちょっと違うんじゃないかというふうな発言もありま

した。これは総務省がどうこうとか、その使い方がどうこうというのは、その自治体独自で

考えていくべきだと思いますけれども、それをあえてよそのやり方に苦言を呈すというのは

いかがなものかなと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長(木村 司君) 

 自治体の使い方ですので私がちょっと言う必要はございませんけれども、情報として、協

力隊を呼んだところでいろんな考え方がありまして、協力隊の方が行政に求めるので地域の

人が欲しくて呼んだとは思えないとか、それから、受け入れ側の担当者がどういう目的で呼

んだかわからないとか、そういう問題が出てきているわけですね。これは安易に人を使って

呼べばいいということからそういう問題が発生してきていると思いますので、やはりその辺

は目的をしっかりして呼ばなきゃいけないなという感想を持ちました。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

 いや、もうまさしくそのとおりですよ。ですから私は先ほどから、何でこれ受け入れられ

ないのかなと感じてしまうんですよね。そこまでわかっていらっしゃるんでしたら、重要な

のは目的とミッションなんですよ。これを町がきちんと決めればですね。先ほど恐らく失敗

例をあえて出されていると思うんですけど、成功例も出されてください、そのときには。失

敗例だけじゃなくて。（「成功例も」と呼ぶ者あり）何か成功例で御存じな自治体、御存じ

ですか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長(木村 司君) 

 昨年だったと思います、四万十川のところ、四万十市で、四万十市は中村市と、もう１つ、

西土佐村が合併したところなんですけれども、西土佐村のほうにそういう協力隊を呼んで非

常に活発にされているという報告を聞いたことがございます。 
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○議長（鳥飼勝美君） 

 久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

 四万十はテレビドラマにもなりましたし、非常に注目を浴びています。また、この近隣で

は対馬市、恐らく今、５人か６人ぐらい受け入れをされていますけれども、そのほとんどの

方たちが起業をその場所でやり始めているということです。 

 ですから、とにかく目的とかミッション、これが見つからないんですか。だからやらない

ということなんですか、改めてお尋ねします。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長(木村 司君) 

 今考えておりますのは、せっかく今総合計画を練っておりますので、恐らく基本計画を設

定する段階でいろんな問題が出てくるかと思います。そういうものの解決策としてこういう

ものを使ったらどうかということは念頭にございます。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

 私は、どうしてもやっぱり基山町が一歩前に進めきれないところが、やはり情報の発信で

はないかなと思っています。情報の発信、共有、そして今回の基本構想案にも随分と出てき

ましたシティプロモーション、これをどれぐらいの町民の方が理解しているのか、甚だまだ

疑問ではありますけれども、これをどうやって継続していくのか、ここが圧倒的に不足して

いると感じています。現在、基山町としてＳＮＳソーシャルネットワークサービス、ソーシ

ャルネットワークを活用した情報の発信はございますか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長(木村 司君) 

 町としてやっているものはないかと思っています。観光協会のほうで少し、それらしいも

のをやっているというのは聞いております。 

○議長（鳥飼勝美君） 



- 257 - 

 久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

 それらしいものですか、を聞いているということですけれども、現在、基山町の観光協会

の、これは恐らくフェイスブックですけれども、1,000人以上の方に見ていただいています。

これは恐らく観光協会というよりも役場の職員の方の努力だと思っています。ただ、これを

どうやって継続していくのか。また、ＬＩＮＥといった新しい媒体も多くの若者に指示をさ

れています。多久市では、このＬＩＮＥを使った情報発信も行われております。 

 つまり、これらＳＮＳ、ホームページやブログ、フェイスブック、ソーシャルメディアに

よる情報の発信、新たな資源の掘り起こし、イラストや写真を活用したデジタルフォトマッ

プの活用など、ほかの地域の人が感じた姿を発信する重要性をミッションとして受け入れる

ことが必要だと考えますが、いかがでしょうか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長(木村 司君) 

 この制度だけを利用する必要というものはないと思っておりますので、ほかの方法もちょ

っと今検討している部分がありますので、それは検討の１項目として考えさせていただきま

す。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

 ほかに検討されていると、具体的な事例ってありますか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長(木村 司君) 

 いわゆるプロモーションの部分になるんで、そこのところはまだ確定的なものは言えませ

んけれども、雇用対策のところを少し使えないかということは検討はしております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 
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 わかりました。 

 ただ、恐らく緊急雇用もそうでしょうし、そういう分野だと思いますけれども、これは総

務省からの特別交付が来るわけです、600万円。200万円と400万円ですね。３年上限で来る

わけですよ。これを使わない手はないなというのと同時に、今、地域おこし協力隊が全国各

地に約400の自治体あるわけです。そこの連携というやつも当然に出てくるわけですよ、地

域おこし協力隊同士の連携というのが。私はそれも加味したところで提案をさせていただい

ています。 

 ですから、最後に確認しますけれども、とにかくこの情報の発信というのは、とりあえず

この制度を使わないということであれば、何らかの形で必ず続けていくんだということで、

最後に確認しますけど、よろしいですか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長(木村 司君) 

 町について情報発信という問題は、きのうも述べましたけれども、パンフレットとか配布

しておりますし、従前からやってきたことでございます。手法はいろいろあるようですので、

そういうことは今後検討はさせていただきます。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

 はい。何というかな、企画政策課長というのは、私は、いわゆる町の活性化、企画政策の

いわゆるリーダーだと思うんですけれども、いつもどのような職責を考えて臨んであるか、

一度お聞かせください。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長(木村 司君) 

 職責と言われるとちょっとあれですけど、基本的に考えていることは、やはり基山町は大

きな町でもございません。なかなかよそと同じことを何でもやれるという状況ではございま

せんので、その中からやはり選んで一つ一つ着実に積み上げていくことが基山町にとっては

最適な方法じゃないかというふうに考えております。 
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○議長（鳥飼勝美君） 

 久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

 それでは、残り10分となりましたので、最後の項目に移らせていただきます。 

 消防団員の確保にどのように取り組んでいくのかをお尋ねいたしました。まず、県内20市

町との検討会を立ち上げるとの報道がありましたけれども、既に開催されたのか、お尋ねい

たします。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 酒井総務課長。 

○総務課長（酒井英良君） 

 消防団員確保対策については、佐賀県のほうで佐賀県消防団員確保対策検討会というのを

平成25年度に立ち上げられております。そこの中で、県内の市町の団体を県のほうが回りま

してヒアリングを行っております。 

 基山町においても、部長会において県のほうから職員が参りましてヒアリングを行って、

市町の担当者、それから消防担当の組織が集まって、その検討会を開いております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

 県のほうから担当者が部長会に出席をされているというふうに今答弁がありましたけれど

も、部長になっている消防団員というのは、かなりの使命感を持っている団員ですよね。で

すから、本来はもっと来られたり来られなかったりするような団員にヒアリングをされるべ

きではないかなと思いますけれども、それを総務課長に言っても仕方ありませんので、ぜひ

それは県のほうにお伝えいただきたいと思います。 

 また、この中でどういう課題が出されたのか、把握してありますか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 酒井総務課長。 

○総務課長（酒井英良君） 

 この検討会については消防団員のアンケート等もとられておりますので、今の消防団の現

状とか課題、そういうものが意見交換会の中で取りまとめをされております。その中で、意
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見交換会の課題としては、やはり消防団のちょっとイメージといいますか、そういうものが

ちょっとあんまりよくない部分があるとか、それから団員の勧誘とかについては団員がして

いるとか、それから全体的に団員の年齢層が上がっている、それから被雇用者がほとんどと

いうような団員構成になっているというような課題があるかと思います。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

 今回の県の予算、約半分2,000万円がメディア広告費のようです。この残り2,000万円で各

市町へ２分の１の補助が来るわけですけれども、今、団員たちは、本当に夜遅くまで新入団

の確保に奔走しております。 

 行政として何ができるかといった活用策、先ほど１回目の答弁では広報用のパンフレット

を作成してとかということを言われましたけれども、本当にそれで人が集まるのかなという、

正直悩ましいところもありますが、総務課長、そのあたりいかがでしょうか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 酒井総務課長。 

○総務課長（酒井英良君） 

 今、久保山議員が言われるように、私もパンフレットをつくってどうなのかというのはあ

ります。ただ、消防団の今ちょっとアンケートもイメージが余りよくないという部分もあり

ますので、県においても2,000万円の費用を使ってテレビ等のメディアで今の消防団活動を

３年間はＰＲをしていこうということで、やはりイメージを変えていくというのは非常に大

事なことですので、そういう佐賀県が行っておりますメディアによるイメージの変更といい

ますか、良好なイメージを持っていただくということですので、基山町においてもどれぐら

いの効果が、すぐに効果があるというものは、なかなか効果が出るというのは難しいかと思

いますけれども、やはり県と連携をしてＰＲ活動をしていくというのは非常に大事なことだ

と思います。 

 この消防団の団員確保については、これさえやればという画一的な方法はないと思うんで

すよね。ですから、いろんな方面からそういうＰＲ活動なり、それから国のほうとかも処遇

の改善とかいろいろ方法は示されておりますけど、そういうものをすることによって団員確

保につなげていきたいというふうに思っております。 
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○議長（鳥飼勝美君） 

 久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

 現在、基山町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例において、消防団員資格

が20歳以上になっております。これは県内20市町において基山町だけであります。ほかは全

部18歳以上です。この理由をお聞かせください。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 酒井総務課長。 

○総務課長（酒井英良君） 

 消防団員の入団資格につきましては市町村条例で定められております。今言われたとおり、

全国で18歳と定めているところと20歳以上と定めているところがあるわけですけれども、18

歳以上で定められているところがほとんどだと思います。 

 基山町のほうでは、この消防団の条例が制定されたのが昭和25年ごろだと思うんですけれ

ども、そのころの団員数が310名となっております。ですから、ある程度の団員確保ができ

ているということで、その当時の20歳以上で310名確保できていますので、基山町では20歳

以上の年齢にしたのかなというふうに思っております。ただ、昭和25年ですので、はっきり

した理由はちょっとわかりませんけど、そういうことだと思います。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

 ですから、今この現状において、18歳に引き下げる必要性はないとお考えですか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 酒井総務課長。 

○総務課長（酒井英良君） 

 消防団員確保対策として入団の促進ということで、今、大学生の消防団員とか、大学生を

避難所の支援として機能別消防団員にするというような市町村もあります、全国ではですね。

基山でそれができるかどうかというのはわかりませんけれども、18歳にすれば確かに資格要

件が緩和されるわけですので、そこら辺は消防委員会なりで検討していただきたいというふ

うには考えております。 
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○議長（鳥飼勝美君） 

 久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

 ぜひとも検討してください。その18歳という話も、実は内部から来た話であります。本来

であれば消防委員会の中で十分検討していただいて、条例ですから議会で議決をするという

ことだと思いますので、それが内部のほうから議会に来られるというのは、やはりなかなか

委員会の中でそういう発言がしにくい状況にあるのかということもちょっと思ってしまった

ので、ぜひよろしくお願いします。 

 西日本新聞、これもう何度も皆さん見られたと思います。「街の力 消防団」「来たれ消

防団」「あの日の教え 消防団」と題して、本年、年初から十数回連続で企画、執筆されま

した。この中で、学生の増加というのが特集で組まれています。いわゆる東日本大震災にお

いてのボランタリー精神、これを植えつける形によって、大学入学と同時に地元の消防団に

入りたいんだという学生が意外と多いという記事も中にありました。ですから私は、今現在

20歳以上にしておく理由もないと思っています、今の理由を聞くとですね。ですから、その

あたりもぜひ前向きに検討していただきたいと思いますけれども、答弁として、昨日、品川

議員の機能別消防団、これも検討していくというふうにありました。２月に基山町の中心地

において火災が発生したときも、私が駆けつけたときには分署だけで、逆にＯＢの皆さんの

ほうが随分消防車よりも早く駆けつけてくれていました。その中において、やはりＯＢの役

割というのがいかに大切かというのも実際感じたわけであります。 

 こういうことも踏まえながら、ぜひとも消防委員会の中で活発な議論を促していただきた

いとお願いし、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 以上で久保山義明議員の一般質問を終わります。 

 ここで10時10分まで休憩します。 

～午前10時00分 休憩～ 

～午前10時10分 再開～ 

○議長（鳥飼勝美君） 

 休憩中の会議を再開し、次に、大山勝代議員の一般質問を行います。大山勝代議員。 

○８番（大山勝代君）（登壇） 
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 皆さんおはようございます。８番議員の大山勝代です。どうぞよろしくお願いします。傍

聴の方、ありがとうございます。今回の私の質問は、国が来年４月本格施行を目指している

子ども・子育て支援新制度についてと基山保育園の条件整備についての２項目です。 

 １つ目の子ども・子育て支援新制度では７項目についてお尋ねをします。 

 これは2012年、新保育システムとして国会で子ども・子育て関連３法が成立しました。新

システムについては、保育の質の低下につながるとして、各団体、保育士のほうからも反対

の声が上がっていました。今回の新制度として余り形を変えずに、また検討が今進められて

います。そもそもこれは都市部で大きな問題になっている公立保育園や学童保育に入れない

待機児童をどう解消するかという問題から出たものです。しかし、だからといって基山はそ

の解消は必要ないからということではなくて、今後の基山の保育行政に関連して、どう変え

られていこうとするのか、その観点で質問をさせていただきます。 

 (1)そこで、初めの質問ですが、この子ども・子育て支援新制度とはどういうものでしょ

うか。 

 (2)今の保育園の制度から基準が緩和されるということですが、現在の保育の質とではど

う変わるのでしょうか、お尋ねします。 

 そして、市町村の保育における公的責任はどうなるのでしょうか。 

 基山町は数年前、我が子を保育園に預ける保護者の負担を少しでも減らそうと、区分を小

さくして実質的に保育料が値下げになりました。しかし、この新制度が実施されると、保護

者の経済的負担が大きくなるのではないかと懸念されますが、どうでしょうか。 

 新制度が導入されると、保育園の形態が大きく変わるのではありませんか。そこで、働く

保育士の方の労働条件等はどうなるでしょうか。 

 基山町でも設置されている子ども・子育て会議ではどういう議論が今進められていますか。 

 そして、ニーズ調査が行われましたが、それはどういうものでしょうか。また、今後どう

それを生かされるのでしょうか。 

 ２つ目です。基山保育園についてですが、外目には大きくて、赤い屋根で立派な新しい建

物のように見えます。しかし、中身といえば随分老朽化が目立っています。 

 そこで、質問です。 

 基山保育園は現在建てられて何年経過、また耐用年数は何年でしょうか。 

 老朽化で雨漏り、水漏れなどの対応が大変だとお聞きしました。今、大きく修理が必要な
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箇所はどこでしょうか。 

 今の状態では早急に基山保育園は全面改修、改築が必要だと思います。移転も含めて、近

い将来、その予定がありますか。 

 現在、建てかえが予定されているたんぽぽ保育園とよく比較されるわけですが、今、基山

保育園が抱えている問題は何だとお考えですか。 

 最後です。それらをどう解消するおつもりですか。 

 以上、１回目の質問を終わります。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君）（登壇） 

 それでは、大山勝代議員の御質問にお答え申し上げます。 

 まず、１項目めでございます子ども・子育て支援新制度についてということで、(1)来年

４月施行予定の子ども・子育て支援新制度とはどういう制度かというお尋ねです。 

 核家族化や高齢化の進展に伴い、地域のつながりが希薄になり、親が子育てをするときも

子供が育つ上でも必要な子供同士や親以外のたくさんの人たちとのかかわりが少なくなって

おります。こうした現状を解決するために、次の取り組みを行うものです。 

 第１に、質の高い幼児期の学校教育や保育を総合的に提供できる仕組みづくりを行い、市

町村に窓口を一本化するとともに、国も内閣府に一本化し、二重行政を解消すること。第２

に、都市部の待機児童の解消と子供が減りつつある地域の保育や子育て支援を支えること。

第３に、地域で生き生きと子育てができるように親子で相談や交流などができる地域の拠点

をふやしたり、多様なメニューから施設や支援を選べるようにすること。以上３点を掲げ、

一人一人の子供が健やかに成長することができる社会の実現を目指すものです。 

 (2)の基準緩和で保育の質はどうなるかということですが、現在の基準を踏まえて各種の

基準設定が行われますので、保育の質の低下はないと考えております。 

 (3)市町村の公的責任はどうなるかということです。 

 子ども・子育て支援法では、実施主体が市町村と位置づけられております。 

 (4)保護者の経済的負担はどうなるかということです。 

 利用者負担額の設定については、現在、国の子ども・子育て会議で議論されており、現行

の利用者負担額を基本に検討され、平成26年度の早い時期に公表される予定でございます。 
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 (5)保育士等の保育労働者の労働条件はどうなるかということです。 

 現行の制度を基本に運営基準等が定められる予定ですので、労働環境が悪化することはな

いと考えております。 

 (6)基山町子ども・子育て会議の設置で、どう議論が進められているのかということです

が、平成25年度は子ども・子育て支援に係るアンケート調査の内容の審議と調査結果の審議

をお願いいたしております。平成26年度になりますと、子ども・子育て支援事業計画の具体

的な内容の審査をしていただくことになります。 

 (7)ニーズ調査とはどんなことをしているのかということでございますが、子ども・子育

て支援事業計画を策定するに当たり、子育てをされている御家庭の現状とニーズを把握する

ため、現在の利用状況及び今後の利用希望等について、国の基本指針等に基づきアンケート

調査を実施しました。 

 それから、２項目め、基山保育園の条件整備についてでございます。 

 (1)基山保育園は築何年で、耐用年数はどうかということです。 

 現在の園舎は昭和50年に竣工しており、38年が経過しております。耐用年数は財務省令に

よる減価償却耐用年数によりますと、鉄骨づくりでは38年となっております。 

 (2)現在修理が必要な箇所はどこで、どう改善する予定かということです。 

 修理箇所といたしましては、建てつけが悪い建具、時々雨漏りする屋根、塗装がはげてい

る内壁などがございますが、その時々の修繕で対応をいたしております。 

 (3)全面改築の予定はあるかということですが、子ども・子育て支援事業計画の中で保育

需要を精査し、定員を見直し、今後検討をしてまいります。 

 (4)基山保育園の抱えている問題点は何かということです。 

 第１に、待機児童を出さないようにすることがあります。また、障害とまではいかない気

になる園児がふえていることがあり、保育現場での対応に困難な局面が生じております。 

 (5)それらをどう解消するつもりかというお尋ねです。 

 近年の傾向として３歳未満児の入園希望が多く、ゼロ歳児の園児では３人に対し１人の保

育士が必要なため、臨時雇いの保育士により対応に当たっております。 

 また、気になる園児への対応としましては、早期発見、早期治療に取り組み、保健師によ

る巡回訪問により、気になる園児の早期発見から専門機関への受診につながるなど対応を進

めております。さらに、保育士も積極的に障害児対応研修等に参加し、スキルアップに努め
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ております。 

 以上です。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 大山議員。 

○８番（大山勝代君） 

 ありがとうございました。それでは、２回目以降の質問に移ります。 

 まず初めに確かめたいのは、単純な質問です。基山、たんぽぽの認可保育園については役

場のこども課に申し込む、無認可や私立の幼稚園等にはその園に直接保護者が申し込むとい

うことでいいですか。それが一本化になるということですか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 内山こども課長。 

○こども課長（内山十郎君） 

 現在は、今、議員がおっしゃったような形での申し込みになります。新しい制度になりま

すと、これが公立、私立の認可保育園の場合は町のほうに、幼稚園の場合も、一応施設のほ

うに申し込みをしながら認定をするという、役場のほうには当然申し込みをされるという流

れになります。ただ、無認可の場合であれば、そのまま無認可の保育所という形になれば、

それは直接無認可の保育園のほうにお申し込みという形で、ただ、今回の制度にある地域型

の小規模保育という形に移行されるようであれば、それは当然役場のほうにお申し込みとい

う形になります。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 大山議員。 

○８番（大山勝代君） 

 いずれにしろ、新制度で煩雑になるということのようです。いろんな資料を調べてみます

と、今まではすっきりきちんとしていたもの、ただ、保育所の保育と、それから学校教育、

幼稚園、その辺の２本立てはありましたけれども、今回、それがこうなって、わかりにくい

というのが実感です。まだたくさん勉強しなければいけませんけれども、わかる範囲で質問

をしたいと思います。 

 この新制度ですけれども、先ほどの一本化ですよね。と言われましたからいいのですが、

あとの細かく分かれたところで、また質問をしたいと思います。 
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 補助金の対象となる施設等の種類がふえますよね。それはどういうことですか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 内山こども課長。 

○こども課長（内山十郎君） 

 確かに先ほどの一元化というのが、大きくは幼稚園と、それから保育園ですね、それぞれ

管轄が文部科学省と厚生労働省で、それぞれのほうから補助金というか、お金がおりてきた

のを今回は一本化して、市町村を通じて支給になるという形になりますので、幼稚園、保育

園とも市町村を通じて助成が出てくるという形になります。 

 それとあと、これまで国の補助対象になっていなかったような小規模な保育施設ですね、

例えば、地域の中で数人預かってやられるような、俗に言う保育ママという形でされていた

りとかですね、そういった形で新たなサービスの事業所も対象にしたりとか、あとは地域の

子育て支援事業という形で、それも今回の事業計画になるという形で、基本的にこれまで、

例えば、幼稚園であれば県のほうと直接やったりとかいう、補助金とかいろんな施設の申し

込みというか、事業所の認可とかは県のほうだったのが全て市町村を通じて窓口になるとい

う形になりますので、俗に言う権限移譲みたいな形で、県のほうでやっていた分を市町村の

ほうで一括して窓口になって対応させていただくということでの一元化という形で今回の制

度がなっております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 大山議員。 

○８番（大山勝代君） 

 今の課長の説明の中で、幼保連携型認定こども園については言われませんでしたが、そこ

を聞きます。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 内山こども課長。 

○こども課長（内山十郎君） 

 当然、そちらの施設のほうも対象になりますが、ちょっと言い忘れたのは、町内にそうい

う施設がございませんでしたので、わかりやすいような形で、そこの点は申し上げませんで

した。当然、認定こども園のほうも今回の対象になっております。 

○議長（鳥飼勝美君） 
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 大山議員。 

○８番（大山勝代君） 

 わかりました。 

 国のスケジュールによれば、市町村は2014年夏まで新制度にかかわる基準や保育料などを

条例で定めなければいけないようになっています。国はまだできていないと言いながら、市

町村に大まかなところでつくれと、そんな矛盾したことあるのかと、いろんなことで私は思

っていますが、その基準がどう変わるということがはっきり言えますか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 内山こども課長。 

○こども課長（内山十郎君） 

 先ほどの町長の答弁の中にもありましたが、今、国の子ども・子育て会議の中でそれぞれ

専門部会等をつくりながら、基準であったり、利用者の負担の部分だったりとか、そういっ

たものを議論されて、今、最終段階に来ている状況でございます。今の情報でいきますと、

４月の上旬ぐらいには政省令等が出てくるのではないかというふうには言われておりますけ

れども、まだ明らかではございません。 

 ただ、今、議員がおっしゃるように、もうスケジュールは決まっておりますので、先ほど

申し上げたようないろんな受け付け等も始めないといけませんので、６月議会には関連の条

例の制定が必要なのではないかというふうに考えております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 大山議員。 

○８番（大山勝代君） 

 わかりました。何かこども課としては忙しくなりそうですね。 

 先ほどの回答で、第２のところで町長は子供が減りつつある地域の保育や子育て支援を支

えると言われましたが、そのイメージがいま一つわかりませんが。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 内山こども課長。 

○こども課長（内山十郎君） 

 第２の中で申し上げて、１つは、先ほど議員がおっしゃったように、大都市等の待機児童

がいるところの問題を解消するというのが大きな問題で、地域の子供が減りつつあるところ
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では、そういった施設はあるけれども、定員割れをしているような状況の施設等については、

例えば、広域調整をやるとか、そういった形での調整もしながら、その施設をきちっと残す

なり、そういった形をやるとか、あるいは先ほど申し上げたように、これまで小規模な施設

等は事業の対象になっていなかったものも今回事業に上げて、地域の実情に応じた保育体制

をつくるというところで、子供が減りつつあるような地域の部分も子育て支援を進めるとい

うことで今回の制度が考えられております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 大山議員。 

○８番（大山勝代君） 

 今のお話では、減少するというところでは基山に当てはまる。だけれども、基山はちょっ

と特別というか、たんぽぽ保育園はふえている、基山保育園は定員割れ、その辺の調整が今

後どうなるのかがちょっと私としてはわかりませんので、今後の推移を見守りたいと思って

います。 

 児童福祉法第24条第１項で、自治体の公的責任をうたっています。しかし、第２項という

のがつくられて、現行よりも後退と思われるものがあります。基山町でそれを適用するとき、

例えば、どういう事業を考えられますか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 内山こども課長。 

○こども課長（内山十郎君） 

 具体的な内容が、今、ちょっと手元にありませんので、ちょっと具体的な部分がわかりま

せんけれども、お示しいただければと思いますが。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 大山議員。 

○８番（大山勝代君） 

 先ほども言われて私が認識したのは、何か複雑になるということが頭にあって、第１項の、

現行のままで児童福祉法第24条を適用して、今のままでして基山としては不都合ないのにな

というのをもともと私は持っています。ですから、そこは細かいところで、今から先の議論

になると思いますので、そこまででとめていいですか。 

○議長（鳥飼勝美君） 
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 こども課長。 

○こども課長（内山十郎君） 

 今回の制度については、今、議員おっしゃるように、例えば、基山町で保育料に関しても

国の基準の中で、そして基山町独自として段階的にその中を分けているというようなことを

実際やっております。大きく今回国が示す基準も、これまでの内容を踏まえたところでいろ

んな状況を勘案しながら基準を定めるというふうになっておりますので、悪くなるほうには

ならないとは思っております。 

 ただ、その中で、これまで基山町が独自のサービスとしてやってきた部分については十分

考慮しながら、どこまでいけるのか。例えば、守らなければならない基準とか参酌すべき基

準というのも当然出てくる。参酌ですね、参考にしながら町でも決めていいというようなこ

ともあるかと思いますので、そういう点も含めて、それぞれの制度を定めていきたいという

ふうに考えております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 大山議員。 

○８番（大山勝代君） 

 保育料の負担のことが出ましたので、そもそも今度出てきた新制度は社会保障と税の一体

改革との関連の中で、私たちが批判をする国民負担が大きくなって、国、自治体の負担を少

しでも減らそうというところから出てきた問題だということで批判をしています。先ほども

課長が言われましたように、国の基準があって、基山町はそれでは保護者の負担が大きいか

ら細区分してということで自主的に値下げになっていますが、もし国がまだ予算をちょっと

抑えていくとかというときに、保護者負担がどんと上がるという可能性が出てくるのではな

いかなと。そのときに、今の基山の親へ負担をお願いしている分よりも後退することはない

ですよね。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 内山こども課長。 

○こども課長（内山十郎君） 

 先ほど申し上げたように、その基準自体が守らなければならないという基準になれば、従

わないといけないと思いますけれども、ただ、当然、国のほうもその点は利用者負担につい

ても過度にならないようにということは、これまでの議論の経過を国のほうが情報を出して
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おりますので、見ますと、その点も当然議論されておりますので、保護者の負担が過度にな

るということはないとは考えておりますが、町としてもその点はサービスの後退にならない

ように十分研究をして決定をしていかないといけないというふうに思っております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 大山議員。 

○８番（大山勝代君） 

 何かしつこく言いますが、介護保険等もだんだん国民負担がふえてきて、国の支出を抑え

ようとする。そこのところともやっぱりこれも一緒になった改革だと思いますので、町とし

てはそこを重々踏まえられて進めていかれてほしいと思います。 

 先ほど保育園のところの回答で、最近の傾向として３歳未満児の入園希望者が多いと言わ

れました。新制度では保育事業の策定変更ということで、当然、児童福祉法第24条が基本に

なりますが、第２項のところで、第２項で適用ということになれば大きな問題が生じるので

はないかと思います。例えば、示してある国の進め方の一つですけれども、ゼロ歳児から２

歳児までを別建てで、先ほど課長も言われました小規模保育事業として６人から19人までで

事業所をつくること、そして運営することができる。そこの中で問題は、保育士が保育資格

がなくてもできるということなんですよ。そういうことですが、基山町はそういうことは考

えられていませんよね。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 内山こども課長。 

○こども課長（内山十郎君） 

 今回の新制度では、まず、ちょっと制度の中の手続上の問題なんですが、各保護者の方が

申請をされて、１号から２号、３号認定というふうな認定を町のほうでするようになります。

その１号認定は保育の必要がない３歳以上のお子様を、俗に言う幼稚園に通われるようなお

子様は１号認定。それから、保育の必要がある３歳以上のお子様が２号認定、これは俗に言

う保育園に通われる場合ですね。それから、３号認定というのが保育の必要がある３歳未満

児ですので、今、議員がおっしゃったようなゼロ、１、２歳児というのはこの３号認定に係

る部分で、ここの児童を預かる部分は保育園とか認定こども園、それと、あと小規模等のそ

ういったところでもこの３歳未満児の３号認定の場合は受けることができるというふうには

なっております。 
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 このことも、例えば、今後の事業計画の中に基山町としてどういったサービスを提供して

いくのかというのを事業計画に盛り込むようになりますので、当然、ここの部分の検討はし

ないといけないと思いますけれども、現実的に基山町でそういった事業所は現在はございま

せんので、サービス提供の有無も当然考慮した上での事業計画になるかと思います。 

 ただ、今、保育の内容の分で議員おっしゃいましたけれども、保育士の資格がないとかで

すね、そういった部分。例えば、小規模の、先ほど言いました保育ママとか俗に言われる方

については、１人とか２人を預かられる場合はそういった要件等もないみたいですけれども、

小規模保育の場合はもう少し明確な基準が打ち出されると思いますので、預けられる方が不

安を持たれるような保育体制にはならないというふうに考えております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 大山議員。 

○８番（大山勝代君） 

 いろんな基準が緩和されて、そうすると、またいろんな問題が出てくる。現行の基山町の

保育行政が後退することのないようにと思います。 

 回答では低下はないと言われましたけれども、保護者の就労状況で、働く形態で、子供の

長時間保育と短時間保育に区分していいようになっていますが、そういうことがもし基山保

育園、たんぽぽ保育園で導入されるということになれば、保育が細切れになって随分混乱す

るのではないかと思いますが、いかがですか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 内山こども課長。 

○こども課長（内山十郎君） 

 大都市とか待機児童がいるような地域では、やはり優先順位をつけるために、いろんな点

数制にしたりとか、そういったことでそういった部分を設けられて、短時間しか就労されな

い場合は入所できないとか、そういった状況になっている部分で、じゃ、そういった方をど

う拾っていくのか、大都市あたりでですね、そういった方も保育ができるような形にするた

めの制度として、こういった短時間の保育というのも検討されています。 

 現在、基山町の場合はそういった条件を設けておりませんので、就労という形で一定時間

の就労があればお預かりしていますので、この点は法の中に定められれば、当然、町として

も対応せざるを得ないとは思っています。ただ、一定期間の猶予期間というのはございます
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ので、その点で少し中身は精査をしていきたいというふうには考えております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 大山議員。 

○８番（大山勝代君） 

 次に移ります。 

 保育士の方の条件が悪くなるのではないかと危惧する面もあるのですけれども、今の保育

士の方、若くて、学校を出られて希望に燃えて就職をされて、えっ、もうやめたのというよ

うなことがこのごろ多いんですよね。やっぱり保育士の労働条件が今の状態で悪いのに、な

おこれが拍車がかかるのではないかと危惧しています。 

 保育士の勤務については、基山保育園のところでももう一度聞きたいと思います。答えは

いいです。 

 最後の２つ、子ども・子育て会議はあわせて質問しますが、設置目的をお願いします。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 内山こども課長。 

○こども課長（内山十郎君） 

 子ども・子育て会議は、これからの子ども・子育て支援に係る内容の部分を審議、各施策

ですね、子ども・子育て支援を推進するような施策の御審議と今回の事業計画の審議をお願

いしております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 大山議員。 

○８番（大山勝代君） 

 はい、わかりました。 

 今、事業計画の審議。事業計画は、こども課がつくられるのですか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 内山こども課長。 

○こども課長（内山十郎君） 

 基山町の子ども・子育て支援事業計画は、こども課のほうで来年度、26年度までに策定を

いたします。 

○議長（鳥飼勝美君） 
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 大山議員。 

○８番（大山勝代君） 

 また、それができる段階、できた時点で勉強させてください。 

 子ども・子育て会議では、今言われました全ての子供がひとしく保育を受ける権利を保障

する観点から審議をしていただくようにお願いしたいと思います。 

 いずれにしろ、何回も言いますが、この制度は多くの問題を含んでいると私は思います。

今後の進め方を見守り、それからまた、この場でこういう質問、少し突っ込んだ、今以上の

ところで質問をさせていただきたいと思います。 

 次に移ります。 

 基山保育園の条件整備についてです。 

 今回はこども課への集中した質問になりました。きのう、品川議員からも基山保育園の老

朽化の指摘がありました。早急に建てかえる必要があるのではないかと私は思っています。

その観点でお聞きします。 

 建てられて38年、耐用年数38年、大規模改修が必要、三拍子そろっていますが、どうお考

えですか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 内山こども課長。 

○こども課長（内山十郎君） 

 それは25年度でたんぽぽ保育園のほうが改築の予定ということで、議会のほうにもその予

算を上程させていただいたところですが、その中でも申し上げていますが、やはり基山保育

園のほうが築は古いということで、当然、年数もたっておりますし、何らかの手だては必要

だというふうには考えております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 大山議員。 

○８番（大山勝代君） 

 学校もそうですけれども、ほかの一般的な保育園は、玄関を入って昇降口があって、そし

て普通の廊下を通って各教室、各保育室といいますか、入っていくと思いますが、基山保育

園は、御承知のように、まず、吹きさらしの廊下があります。そして、保育室に入っていく

わけです。ある転入してきた保護者が言われたことは、小学校の払い下げの建物かと思った
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ということなんですよ。一般的な保育園の建物のつくりと違って、またゼロ歳児、３歳児未

満の子が多くなってきて、そういうことでも、先ほどは何らかの手だてと言われましたが、

町長、どう思われますか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 そうですね、まず構造がどうこうということじゃなくて、建てかえるのかどうかというよ

うな、その辺も絡んでくると思うんですけれども、しかも、たんぽぽ保育園絡みといいます

か、あちらが、先ほども課長言いましたように、少し遅く建てられて、また建てかえるとい

う申し入れがありました。それといいますのも、それを急がせたというか、そうさせたのは、

どうもやっぱり国の施策が揺れ動いているといいますかね、その辺のところが私は感じるん

ですけれども、国が待機児童を解消しようというような、これは立派なことなんですけれど

も、だから、特別に期限を設けて補助を厚くするということがきっかけで、やっぱりたんぽ

ぽ保育園もこの際というような気持ちがおありだったということでございます。それで、町

のほうに、県のほうに申請されて、それじゃ、今のうちにしたほうがかなりの補助が違うか

らというようなことで、町のほうもそうしようということでやりました。 

 だから、当然それからすると、その当時、私もやっぱりどこかの時点で、そう遅くないと

ころで基山保育園もやっぱり建てかえるべきだというような感覚でおりましたし、今もそれ

は思うんですけれども、ただ、本当に国は今度、そういうことは来年度で終わりです、手厚

く補助をするというのは。それで、次に打ち出してきてあるのは、これは学校ということで

ございましたけれども、当然、保育園にもそうなるんだろうと。今までは大体30年か40年ぐ

らいで建てかえということで、それに対する補助も３分の１ですかね、補助するというよう

なことでしたけれども、どうもこのごろの報道関係いろいろ見ておりますと、やっぱり長寿

命化ということを進めていきたいと。となると、学校建てかえも３分の１とかで建てかえる

よりも、もっと補修とか長寿命化のほうで手厚く、それこそかなり手厚く補助しても、そっ

ちのほうが国としては財政負担がないんだと、だから、そっちのほうに行こうと、学校のほ

うは何かそういうふうな報道を私は目にしたんですけれども、だから、そういうこともやっ

ぱりちょっと国がどういう方針なのかと。それとはまた町は別かもしれませんけれども、そ

ういうことも考え合わせながら、ちょっと動向を見ていきたいなと、そういう気持ちもいた
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しております。 

 構造どうこうというのじゃないかもわかりませんけれども、それ自体は問題があるのかも

わかりませんけれども、大体今の動きとしてはそうだというふうに私は把握しております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 大山議員。 

○８番（大山勝代君） 

 すっきりと検討せにゃいかんですと言われるのかと思っていましたが、何か歯切れが悪か

ったなと思います。 

 長寿命化して補修をということになると、今の保育園の実態を一つずつ、今からどこの箇

所をということを聞いていきたいと思っていますが、それを全部直す、そして建てかえは先

延ばしだということになるのかなと思います。 

 幾つか修理箇所を言われました。そのうちの一つに建てつけが悪いと言われましたが、ど

ういう不都合が今生じていますか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 渡邊こども課保育園長。 

○こども課保育園長（渡邊 稔君） 

 現在のところ、建てつけが悪い建具というのは、冬でありますので、大変すき間風が参っ

ております。木造建築でありましたら、当然ながら木製の建具や建物がゆがんできますので、

すき間風が出ますけれども、うちの保育園も残念ながら建具が合わなくなっており、ちょっ

とすき間風が出ております。 

 それから、やはり老朽化しますので、レールとか戸車がちょっとかたくなって動きにくく

なっておりまして、私たち大人でしたらそれほどでもなくても、子供たちがあけ閉めをしま

すので、ちょっと不便を今のところ来しております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 大山議員。 

○８番（大山勝代君） 

 幾つも修理せにゃいかんところがありそうです。 

 それで、聞きますが、民家でも雨漏りがこっちであったときに、その上が屋根がどうだと

いうことではないですよね。ここで雨漏りがあったときの原因がどこから漏りよるのかわか
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らん、こっちだったとかということはよくあるわけですが、鉄筋の建物の雨漏りというとき

に、それを改修したら全面的にもう雨漏りはしないということになるんですか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 内山こども課長。 

○こども課長（内山十郎君） 

 鉄骨づくりで普通の屋根でございますので、一応発注をしたときには、その原因等も含め

て調査しながら修繕をさせていただいておりますので、一定の効果はあると。ただ、根本的

な部分というのはあれですけれども、雨漏りはそのときで対応できるというふうに考えます。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 大山議員。 

○８番（大山勝代君） 

 何か重箱の隅をつつくようですが、この数年、雨漏りで何回ぐらい改修をされたのですか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 内山こども課長。 

○こども課長（内山十郎君） 

 平成23年に廊下の雨漏りの改修と、あと24年度でも雨どいというか、雨漏りに関する関係

で雨どいの修繕とか、近いところで言えば、雨漏りに関してはそれぐらいですね。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 大山議員。 

○８番（大山勝代君） 

 そしたら、今度、今から先、また強く雨が量的にたくさん降るとか、風とともにというよ

うなときに、また別の箇所でも雨漏りが起こる可能性があるということでいいですよね。 

 もう１つ言われた内壁の塗装がはがれるということですが、それも改修されていると思い

ますが、今後まだここもいずれはがれるだろうなというようなところがあるのですか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 渡邊保育園長。 

○こども課保育園長（渡邊 稔君） 

 現在のところ、ちょっと未満児のクラスのほうが少しはげかけておりますので、その近く

の壁もやはり可能性としてあると思っています。 
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○議長（鳥飼勝美君） 

 大山議員。 

○８番（大山勝代君） 

 これも改修していただかなければいけないところですよね。 

 先ほど言われませんでしたけれども、聞くところによると、水道管の老朽化がひどいとい

うことです。具体的にはどういうことですか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 渡邊保育園長。 

○こども課保育園長（渡邊 稔君） 

 水道管、昔に布設しておりますので、実を申しますと、ちょっと破裂をいたしまして修繕

をいたしました。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 大山議員。 

○８番（大山勝代君） 

 老朽化というところは、もう全体だろうと思います。ここで破裂、そして、ここは修理し

たけれども、また別のところで破裂ということは考えられなくはないですよね。 

 水道管については、全面的にかえるじゃなくて、次に破裂をしたときに臨時的に補修をさ

れるおつもりですか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 内山こども課長。 

○こども課長（内山十郎君） 

 当面、大規模改修というふうに、例えば、給水施設全てとなると、先ほど議員がおっしゃ

ったような将来的な建てかえ等の問題も当然明確にしないと、例えば、近い段階で建てかえ

を予定しているのに全面改修するということになれば、それは二重投資になってしまいます

ので、現在のところ、将来的にどういうふうな方向性で行くのかというのを明確にしており

ませんでしたので、その点で部分的な補修ということで対応させていただいております。 

 回答の中にも上げさせていただいておりますが、子ども・子育て支援事業計画の中で、今

後そういった供給量としてどれだけ必要なのかという数値も当然定めてまいりますので、そ

うなりますと、今現在のところ、たんぽぽ保育園が140名の定員で運営をしていくというこ
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とでなっておりますので、それでは、基山保育園として何名の定員で運営をしていくのかと

いうのも当然明確にしないといけませんので、それを含めたところの規模として基山保育園

をどうするのかということを検討していかないといけないというふうに考えております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 大山議員。 

○８番（大山勝代君） 

 今の事業計画の中では、ちょっと後に置いておって、まだ補修、改修の場所があるような

ので、きのう品川議員が言われました床暖房の修理はされるのですか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 内山こども課長。 

○こども課長（内山十郎君） 

 それにつきましても、床暖房の配管等がどこにどういうふうなふぐあいがあるかというの

を全面的に調べて修繕するのであれば、全面的な補修にもなってくるかと思いますので、そ

れについても現在のところ修繕の予定はございません。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 大山議員。 

○８番（大山勝代君） 

 床暖房がきかなくなったからエアコンで対応しているというふうに聞きましたけれども、

園児の一日の活動で割と大きなスペースを占めるのはお昼寝の時間なんですよね。冬の場合

ですね、上から入ってくるのと、布団、寝ていて下からほかほかと、やっぱりここは床暖房

をするべきではないですか、子供のためには。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 内山こども課長。 

○こども課長（内山十郎君） 

 環境としては、やはり床暖房のほうがベストということでこれまでも基山保育園としては

床暖房を入れたところで運営をしてきたところでございます。 

 ただ、今、議員おっしゃるように、やはり床からの暖房ということで、今度の冬について

は低年齢のところにはホットカーペット等も使いながら保育を実施してきたところでござい

ます。 
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○議長（鳥飼勝美君） 

 大山議員。 

○８番（大山勝代君） 

 今、幾つも指摘しました。幾つも回答いただきました。これらを大規模改修するよりも、

早急に建て直すほうが経費の面でもいいかと思いますが、再度、町長どうですか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 先ほど申し上げたのも、その辺の含みもあって、本当に全部やりかえたほうが、初めから

建てかえてやったほうがいいのか。それとも、改修といいながらも、それこそ大規模改修に

なろうと思います。それをやったほうがいいのか。それから、国の補助が本当に今まで来て

おった分、確保できるのか。むしろそれを削るというような方向にならないのかと、そうい

う心配も私はしております。片や補修のほうだったら、７割か幾らかというようなだったで

すかね、かなり優遇されるというような話もちょっとあるもんですから、その辺はやっぱり

両方見ながら、どちらが町としてプラスなのかという検討もこれから必要になってくると思

います。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 大山議員。 

○８番（大山勝代君） 

 検討を本気になって考えてほしいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

 ただ、大規模改修になったにしても、また移転を含めてのことになったにしても、今いる

園児たちが困らないように、少しでも快適な園の生活ができるようにということを考えなけ

ればいけませんが、今、幾つか補修が必要なところを洗い出しましたが、新年度、補修、改

修の何か優先順位みたいな、ここはまず直そうというのがありますか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 渡邊保育園長。 

○こども課保育園長（渡邊 稔君） 

 とりあえず建具を優先したいと考えております。 

○議長（鳥飼勝美君） 
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 大山議員。 

○８番（大山勝代君） 

 先ほどたんぽぽ保育園が140人、そして、今、基山保育園は250人、だけれども、この数年、

定員を満たされていないですが、初めに言いました支援新制度の兼ね合いの中で基山保育園

の定数も検討されていくと思いますが、ここで、回答のところで待機児童が問題だとおっし

ゃいましたが、それは基山保育園の場合はないですよね。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 内山こども課長。 

○こども課長（内山十郎君） 

 全体的な待機はないように、今、申し込みについては可能な限り応えられるようにしてお

ります。 

 ここで申し上げている待機を出さないというのは、その後の回答で申し上げたように、３

歳未満児のお申し込みがあった場合ですね。例えば、４、５歳児であれば、１人、２人の枠

というのはまだあるんですけれども、未満児、特にゼロ歳児とか１歳児は３人に１人の保育

士だったりとか６人に１人の保育士とかですね、保育士の手配というのが当然人数によって

は必要になってまいりますので、そういう意味で、そこに応えられるような体制をつくって

いくということで、この待機を出さないということでのお答えをさせていただいております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 大山議員。 

○８番（大山勝代君） 

 保育士の手配ということが本当に大変なんだろうなと思います。250人定数のときに、保

育士がこのごろ臨時の方がふえてきていますが、もし臨時の方がいなくて正規職員だけの場

合、総枠、園長も含めて何人ですか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 内山こども課長。 

○こども課長（内山十郎君） 

 いろいろ枠によって違いますけど、今のお預かり、２月の段階で225名のお子さんをお預

かりしております。そこに保育士の配置としては26名の配置をしておりますので、現人員が

13名しかおりませんので、保育士としては26名の配置が必要であるというふうに考えており
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ます。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 大山議員。 

○８番（大山勝代君） 

 正規職員なら26人。だけれども、13人。あとの残りの13人については臨時の方ですけれど

も、13人の方が正規の方と同じ時間ということにはないと思いますが、ローテーションを当

然組まれていると思います。登録されている方だけではなくて、ローテーションにはっきり

名前が組み込まれている方は何人ですか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 内山こども課長。 

○こども課長（内山十郎君） 

 今現在、保育士のほうが37名の方で、それぞれシフトを組んで勤務に当たっていただいて

おります。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 大山議員。 

○８番（大山勝代君） 

 臨時の方が細切れに入られるということになる、必然的にそうなるのではないかと思いま

す。やはり正規の方がたくさんいらっしゃるほうが園の運営としては当然いいと私は思いま

す。今後も、例えば、この正規の13人の中で誰かがおやめになるというときに、臨時で対応

されますか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 内山こども課長。 

○こども課長（内山十郎君） 

 保育士の数は確保をお願いしたいと思っておりますので、正規職員での対応をお願いした

いというふうに担当課としては思っております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 大山議員。 

○８番（大山勝代君） 

 どうぞ正規の職員がですね、欠員になって、かろうじてまた現状維持ということではなく
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て、14人、15人、20人ということを望みたいと思います。 

 基山町の将来を担う子供たちへのよりよい保育を提供することが、基山町の子育て支援の

ところではとっても大切なことだと思います。今後とも充実した保育行政をお願いして、私

の一般質問を終わります。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 以上で大山勝代議員の一般質問を終わります。 

 ここで11時20分まで休憩します。 

～午前11時８分 休憩～ 

～午前11時20分 再開～ 

○議長（鳥飼勝美君） 

 休憩中の会議を再開し、次に、林博文議員の一般質問を行います。林博文議員。 

○11番（林 博文君）（登壇） 

 皆さんこんにちは。11番議員の林博文でございます。３月議会一般質問、きょうは休日の

日曜日で開かれた議会として休日議会を開催しております。傍聴者の皆さん方、大変ありが

とうございます。 

 それでは、通告をいたしておりました私の一般質問、きょうは質問事項２項目について質

問をさせていただきます。 

 １の土地開発公社の運営について、２の基山町の公共施設及び町有地の有効活用について

の質問をいたします。 

 それでは、質問事項１に入ります。 

 土地開発公社の運営について、(1)、質問要旨ですが、基山町の土地開発公社、これは何

をするために設立されたのかということで、アの事業内容の目的。 

 次に、何年にこの開発公社というのは役場内に設置されたのかということです。 

 次のウについては、開発公社はこれまでどのような事業運営に携わってこられたのか。 

 また、土地開発公社が現在保有している財産（物件）の取得の時期、面積は現在どれくら

いあるものか教えていただきたい。 

 次に、オの土地開発公社の役員体制はということで、役員が理事会、理事、理事長、それ

ぞれおられるかと思いますが、その役員体制を教えていただきたい。 

 次に、土地開発公社の資金運営はどのように運営されておるのかということで、借入金な
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り、また預貯金等があるかと思いますが、教えていただきたい。 

 私の記憶によりますと、平成11年に土地開発公社が役場西側の所有地、現在、古自転車の

置き場になっておるところですが、図書館用地として先行取得した土地に図書館が建設され

なかった理由、また、今後この土地についての有効活用はどのように考えているのか、進め

るのかということであります。 

 それと、この用地については図書館用地として取得されておるわけですが、いろんな規制

法もあるかと思いますが、用途の変更ができるのかと。その当時は、補助金とか都市計画審

議会、いろいろ問題点もあったかと思いますが、図書館用地については中央公園ということ

で決まっておりますのでもう必要ないわけですが、その当時の用途の変更ができるのかとい

うことでございます。簡単にできる土地ではないと私は思っております。 

 次に、この土地の価格は取得時の、買うたときの値段ですね、から相当下がっておる、今

回の土地開発公社の皆さん方、議員の皆さん方も全員持っておられますが、報告事項の中で

上げておられます約12億3,000万円近くの物件が公有地としてあるわけですが、その物件の

評価がえなどは検討する必要はないのかということでございます。 

 次に、土地開発公社はもう本当どこの市町村もですね、ようらこれはほったらかしてその

まま土地開発公社が40年も幾らもなっておるというふうに思いますが、どこの市町村もこの

土地開発公社といったらもう解散をされておるところが多いわけですが、解散をされない理

由があるのかなというふうに思いますが、解散の時期と思うが今後も継続していくのかとい

うことでございます。 

 次に、質問事項２の公共施設及び町有地の有効活用について。 

 同僚議員からそれぞれ、きのうなり、きょうなり、いろんなところが出ておりますが、

(1)について、このことについて質問をさせていただきます。 

 (1)の社協が福祉交流館へ移転後、旧役場跡地を人口増対策として、前にも12月の議会で

も町長言われておったようですが、町はどのように今後進めていくのか。もうちょっとやっ

ぱりスピードを上げた中で取り組んでいただきたいということです。 

 次の(2)の旧公民館の老朽化についての、ここの施設もでございますが、この旧公民館は

本当に改修するに至らないと見受けられます。現在どのような利用をしているのか、また、

この旧公民館の有効利用はどのように今後進めていくのかということで、私は何回もここの

前をよく通ってちょっととめて見るわけですが、西側は草ぼうぼう生えておる、中は物置に
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なっておる、これは、施設として必要とするなら、もう少しきちんとした管理ができないか

ということで、よろしくお願いしたいと思います。 

 次に、質問要旨(3)の町有地はあちこちあるわけですが、いつも町長は当面の課題は人口

減少を食いとめるんだというのをよく口に出されますが、私は、企画政策課長なんかも、宅

地分譲を民間会社がよくしておるわけですけれども、いまだにやっぱり基山は交通の要衝で

あって、宅地については足りない状況だというのを口にされますが、確かに建設関係の民間

会社が宅地分譲をしておるわけですが、もう少し町もそういうような遊休地を宅地分譲開発

を推進して人口増対策に役立ててもらったらどうかなというふうに思うわけです。それにつ

いては歴史民俗資料館の敷地、また土地開発公社が保有する庁舎西側、先ほどの分ですね。

それと土地開発公社から、この土地については町が土地の買い戻しを行う必要があるかと思

いますが、その手続はどのようにしたらよいのかということで、やはりもう図書館用地が中

央公園に決まった以上は、ようらもったいない土地でありますので、早速取りかかっていた

だければというふうに思います。 

 また、このほかにもやっぱり、次のときにも一般質問をしたいと思いますが、神の浦のた

め池の敷地の右側、左側の土地ですね、道路の右。あれもやっぱり有効利用していただきた

いということでございます。 

 そういうことで、以上で１回目の質問を終わりますので、御答弁のほうをよろしくお願い

をいたします。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君）（登壇） 

 林博文議員の御質問にお答え申し上げます。 

 まず、１項目めは土地開発公社の運営についてでございます。 

 (1)現在の基山町土地開発公社の運営について。 

 ア、事業内容の目的はということです。公共用地、公用地等の取得、造成、処分等を行う

ことにより、基山町の秩序ある整備と振興に資するということでございます。 

 イの何年に公社は役場内に設置されたのかということですが、昭和48年でございます。 

 ウのこれまでどのような事業運営に携わったかということです。庁舎、町民会館、総合公

園等の公共施設や、都市計画道路等の道路用地等の用地の先行取得に携わってきております。 
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 エの土地開発公社が現在保有している財産の取得時期、面積等はというお尋ねです。平成

11年４月20日取得の基山町大字宮浦763番地１が535平方メートル、平成12年３月29日取得で

同じく宮浦759番地の１、1,998平方メートル、平成13年９月13日取得で宮浦761番地１、2,608

平方メートル、平成13年９月13日取得、宮浦766番地の２、857平方メートルの合計5,998平

方メートルでございます。 

 オの土地開発公社の役員体制はということでございますが、理事長、副理事長、常務理事、

各１名、その他の理事３名、監事２名でございます。 

 カの資金運営はどのようにしているかということでございますが、本年度末で借入金8,021

万4,000円、現金及び預貯金64万426円の、これは予定でございます。 

 キの平成11年に土地開発公社が図書館用地として先行取得した土地に図書館が建設されな

かった理由、また、今後、有効活用はどのように進めるかということです。取得時は庁舎西

側の土地を図書館用地として見込んでおりましたが、今回の検討委員会の報告では中央公園

内が最も望ましい候補地とされ、町といたしましても中央公園内が最適であると決定したか

らでございます。有効利用については今後検討していきたいと思います。 

 クの図書館用地として取得されているが用途の変更等できるのかということでございます

が、図書館等用地からの変更は可能でございます。しかし、あくまでも相当の公益性、また

は公益性を有する目的のために使用する必要があるため、その変更範囲は公有地の拡大の推

進に関する法律第９条に規定されております。 

 ケのこの土地の価格は取得時の価格から下がっていると思うが、物件の評価がえ等を検討

する必要はないかということです。周辺の売買実績から考慮しますと、それほど簿価の評価

がえを行わなければならないという状況にはありません。 

 コの土地開発公社は解散の時期と思うが今後も継続していくのかというお尋ねです。現在、

その必要性及び代替制度の活用等を考慮し、土地開発公社と協議しながら検討をしておりま

す。 

 ２項目め、公共施設及び町有地の有効活用についてでございます。 

 (1)社協が福祉交流館へ移転後、旧役場跡地を人口増対策として町はどのように進めるの

かということでございます。旧役場跡地については、旧役場跡地周辺全体の活性化のために、

どのような活用法がよいかも含めて検討しなければならないと考えております。 

 (2)は、旧公民館は老朽化が進み、改修するに至らないと見受けるが、現在どのような利
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用をしているのか、また、この旧公民館の有効利用はどのように進めるのかということでご

ざいます。２階部分につきましては、まちづくり団体に年間を通して貸し付けをしておりま

す。１階部分については、文化財の出土品の一時仮置き場及びリサイクル品の仮置き場とし

て利用しております。旧公民館跡地については、その相当の部分が実松川の河川改修にかか

りますので、活用は難しいのではと考えております。 

 (3)町有地に宅地分譲開発を推進して人口増対策に役立てよということで、アの現在の歴

史民俗資料図書館敷地はどうかということですが、実松川の河川改修計画区域内にあります

が、それまでは文化財出土品の収蔵庫や、修復等の作業場所として活用したいと考えており

ます。 

 イの土地開発公社が保有する庁舎西側の土地はということです。当該用地は市街化調整区

域でもありますし、高圧線もあるなどさまざまな問題もありますので、住宅地として適地で

あるかも疑問ですので、困難ではないかと考えております。 

 ウの土地開発公社から土地の買い戻しを行う手続はどのようにしたらよいのかということ

でございますが、これは基山町より公用地としての取得の申し出が必要でございます。 

 以上です。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 林議員。 

○11番（林 博文君） 

 それでは、２回目の質問に移らせていただきます。 

 この土地開発公社の運営については、答弁がありましたように、公共用地等の取得、造成、

処分、そういうようなことをするために設立されて、昭和48年に役場内に設置されたという

ことで、もう40年近く、40年になるわけですが、この間、確かにこの庁舎の周りですね、皆

さん方も御承知のように、庁舎、町民会館、総合公園、公共施設や都市計画道路の道路用地

の先行取得で携わってこられたということで大変な御苦労があったと思います。 

 そういうことで、この土地開発公社が40年も経過して、現在は、次の土地開発公社が保有

している財産、この取得時期なり面積については４筆の回答があったわけですが、この４筆

の土地についてはどこの土地ですか、わかりますか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 企画政策課長。 
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○企画政策課長（木村 司君） 

 どこの土地とおっしゃいますと、場所のことですか。（「そうです」と呼ぶ者あり）場所

は、庁舎の調整池を挟んで西側のところの土地でございます。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 林議員。 

○11番（林 博文君） 

 そういうことで、これが答弁では平成11年４月から取得をなされております。そのときに

携わっておられた課長がおられるかなというふうに思うわけですが、これについては、前の

町長ですね、天本町長が平成11年に、鳥栖・基山都市計画の変更説明会を平成15年10月24日

に町民会館でされております。この土地全体の、この４筆については5,998平方メートル、

先ほど回答がありましたが、全部が役場西側の図書館用地としての取得ということに資料で

はなっておるわけです。この用地取得のときが庁舎、町民会館、保健センター、総合体育館、

多目的運動場等の公共施設に隣接した庁舎西側を平成９年度に図書館用地として交渉すると、

地権者との交渉にかかると。そして平成11年度から13年度にかけて土地開発公社が先行取得

すると。町長が平成12年３月の基山町議会のほうで選考した用地に平成17年度からを目途に

図書館を建設するというのが、今残っておる土地開発公社が保有している図書館用地として

交渉した土地の約６反ですね、6,000平米であります。 

 そういうことから見ると、15年近くがたっておるわけですが、その中で次の土地開発公社

の役員体制については、理事長、副理事長、常務理事というような形でそれぞれしておりま

すが、この理事長、副理事長、常務理事の名前が挙げられましたら教えていただきたい。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長（木村 司君） 

 現在ですか。（「はい」と呼ぶ者あり）現在は、理事長はうちの町長の小森が務めており

ます。副理事長につきましては山本茂夫さんでございます。それから、常務理事につきまし

ては大石実さんでございます。それでよろしいですか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 林議員。 

○11番（林 博文君） 
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 私が言いたいのは、この土地開発公社の理事、今、町長が理事長であって、ほかの民間か

らの登用というのは３人だけで、あとは全部役場の職員なんですよね。こういうふうな人事

関係の役員体制の選考というのは、どういう基準でこういうのをされておるわけですか。だ

から、あそこはようらほったらかしとってそのままにしておるのかなということで、総務課

長なりが入っておるわけですが、その点どんなですか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長（木村 司君） 

 済みません。残りの３人につきましては、お二人は民間の方でございます。確かにうちの

総務課長が入っております。これにつきましては、昔の経緯を知ってあることから地元の人

がいいだろうということで、そういうことで選考はしております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 林議員。 

○11番（林 博文君） 

 私は、民間であってこういうような開発関係とか、基山町長が基金関係、後で基金関係も

質問いたしますが、町長が管理しておるのに、理事長がまた町長だというような形で残高証

明なり、貸付証明なり、町長がこれ出すわけですよね。ちょっとおかしいような感じがしま

すが、町長、ほかの開発公社、例えば土地開発公社とか、それから土地の区画整理事業組合

なんかは別な方が理事長なんかなされておると思いますが、抵抗はなかったですか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 私も町長になってすぐ開発公社の理事長ということでございましたから、そこには特段、

組織的にそういうものかなと、業務的にそういうものかなというようなことで違和感はその

当時はございませんでした。ただ、やっぱりだんだん年数たってくる間に、その必要性があ

るのかなというような、そういう疑問は確かに感じてはおります。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 林議員。 

○11番（林 博文君） 
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 もう長年が過ぎたわけで恒例になっておったというところもあるかと思いますが、後で解

散の時期というような形で、もう役目も済んだというような形と私は判断します。そういう

方たちから、もう解散すべきじゃないかというふうに、後で質問をいたしておりますが。 

 次の質問については、土地開発公社の資金運営はどのようにしておるのかということで、

前は、財政課長来ておられますのでわかるかと思いますが、土地開発関係の26年度の資料に

土地開発基金が現在これ幾らありますか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 城本財政課長。 

○財政課長（城本好昭君） 

 24年度決算が済んでいまして、25年度の決算はまだですので、24年度の決算のデータを申

し上げますと、現金で２億509万6,000円、それから貸付金としまして、先ほど町長が答弁を

しました8,021万4,000円、それから、土地の簿価として6,600万円ほどございます。 

 以上です。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 林議員。 

○11番（林 博文君） 

 議員の皆さんも、26年度の一般会計、基金の８ページのほうで、この２億8,000万円ばか

り土地開発公社の基金が資料として上がっております。その中から8,021万4,000円を開発公

社に貸してあるわけです。それが本年度で借入金が8,021万4,000円。これ8,021万4,000円と

いうのはもう15年以上になるわけですね。そのままようら来ておるわけです。土地を取得し

たときに借ってあるわけです。そういうことから、何でこんなのを整理しないのかなという

のが１点ですが、そういうことで、後で買い戻しができないかというような形を出しておる

わけです。 

 次のキについては、平成11年度に土地開発公社が図書館用地として先行取得した土地に図

書館が建設されなかった理由、また今後、有効活用はどのようにここについては考えておる

のかということで、役場西側の庁舎については、確かに先ほど言いました４筆は全部図書館

用地として買われた、平成11年から13年までですね、約６反の分です。 

 そこで、本来ならばここに図書館が建つ用地で取得されたわけですが、私はその建設され

なかった理由を聞いておるわけですが、私はそれなりに、ヒアリングとかそういうのに出た
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考えと、一番初めに公聴会なり、また説明会がこの取得をするときに相当な意見が出たわけ

ですね。現在までの図書館のその用地に対しての取得なり、また県のほうからのまちづくり

からの公聴会についての案内なり、そういうことでスケジュールが基山町の都市計画審議会

等も16年の１月下旬にかかっておるわけですが、その理由を私は聞いておるわけですが、ど

んなですか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長（木村 司君） 

 平成11年のときの理由ですか。（「違う、違う。図書館用地として買うたのにね、最終的

に建てられなかった理由」と呼ぶ者あり）ああ。（「いろんな説明会のときやら出たやんね、

ここは例えば……」と呼ぶ者あり） 

○議長（鳥飼勝美君） 

 林議員立ってから。 

○11番（林 博文君） 

 例えば、高圧線の下で電磁波がつくからここはでけんとか、そういうのが理由に上がった

じゃなかですか、それを聞きよっと。これは一つの例よ。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 わかりますか。町長が一番詳しいんですか。小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 私の知るといいますか、わかるところを申し上げますと、図書館建設検討委員会が２度行

われております、つくられて検討をされております。それが十何年前ですかね、約10年ちょ

っと前に検討していただいて、そのときもやはり余り適当でないと。そのときには今おっし

ゃいましたように電磁波の問題もちょっと出ておりましたけれども、それだけじゃなくて、

余り適当じゃないというような判断が出ておったと思います。 

 そして、それから、建設自体をどうしようかというようなことで考えましたところ、小学

校建設とも重なるものですから、同時にはちょっとどうかなということで先延ばしをして、

そして一昨年ですか、また、建設検討委員会ということで立ち上げて検討をしていただきま

した。そこでもやはりいろいろ生活導線、学校の近くとかなんとかというような、そういう

いろいろなものがございまして、そこでの検討委員会でも、むしろ中央公園というようなこ
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とでございました。それらをあわせ勘案しまして、町としてもやはり中央公園がいいんだろ

うということでそういう決定をしたということでございますので、建てなかった理由として

はそういうことでございます。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 林議員。 

○11番（林 博文君） 

 何か別に記録はありますか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 原教育学習課長。 

○教育学習課長（原 博文君） 

 平成16年２月の図書館・資料館の建設に関する答申書の一部がありますので読み上げさせ

ていただきます。 

 「検討結果といたしまして、現在の建設予定地は、基本的に建設条件の多くを満たしてい

ない。図書館・資料館は、どの公共施設より幅広く町民に利用される施設であり、利用しや

すい場所にあることが第一の立地条件である。たとえ十分な施設であっても、建設場所によ

っては利用者の減少、特に児童・生徒及び高齢者の利用減が考えられる。あらゆる人に利用

されてこそ生きた図書館・資料館になり得るので、利用者の立場に立った建設場所について

の一考を望まれるという検討結果が最終報告でございます。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 林議員。 

○11番（林 博文君） 

 そういうことで、図書館用地が変更されたということで、私もそれなりには記憶をいたし

ておるところでございます。要は、この用地をようらやっぱり15年も20年もほったらかして

もったいないなと、自転車置き場と、そういうようなことがヒアリングの中でやっぱり、図

書館用地として不向きだというような意見が出るなら、早急に解決をしていただきたかった

というふうに思うわけです。 

 次に、この用地については取得された用途の変更などができるのかということで、これは

先ほどから言いましたように、都市計画区域内の説明会なり公聴会であったと私は記憶をい

たしておりますので、簡単にその用途が変更できるのかというふうに思うわけですが、先ほ
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ど答弁がありましたように、図書館用地から変更は可能ですと。しかし、あくまでも相当の

公益性、または公益性を有するための目的に使用する必要がある、この土地についてはです

ね。 

 ここで上げております相当の公益性、または公益性を有する目的のために使用する土地じ

ゃなからんとだめだというような見解ですが、これはどういうふうな意味ですか。公益性な

り、公益性を有する目的のためにしか使われないという意味は。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長（木村 司君） 

 ちょっと一言だけ誤解を招いたらまずいんで申し述べますが、西側用地につきましては図

書館等用地でございますので、図書館に限ったことではございません。それから半分ぐらい

はいわゆる児童館等用地になっておりまして、そういうことも入っております。 

 それから、今の質問の件ですけれども、いわゆる簡単に言えば、公有地ですか、公共機関

が取得するような用地というふうに考えていただければよろしいかと思っております。民間

への売買というのは前提にはなっておりません。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 林議員。 

○11番（林 博文君） 

 確かにこれは、市街化調整区域から都市計画法のこういうふうな説明会なり公聴会を開い

て、現在の都市公園整備計画の中の一環として面積に入れられたと思いますが、その変更範

囲は公有地の拡大の推進に関する法令第９条に規定されておりますということですが、この

第９条というのはどういうふうな規定からその縛りがあるわけですか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（木村 司君） 

 ちょっと条文を持ってきておりませんのであれですけれども、考え方としては、都市計画

法上の利用と、もう１つは代替地という利用。そしてもう１つは、その他政令で定めるもの

ということでいろんな利用法が書いてありますけれども、その中を見ておりますと、いわゆ

る公益性のある事業に使うということ、そういうときに公共機関が使うときに用途変更がで
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きるというふうになっております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 林議員。 

○11番（林 博文君） 

 そういうことから、この土地の今の役場西側については勝手にどんどん売ったり、次の開

発関係はなかなか難しいということで、先買いした土地ですね、先行取得した土地の管理と

いうことで、第９条、これはちょっと資料をもらったわけですが、これらについても、今課

長が言われましたように、簡単に用途変更なり、また売買なり、そういうのができないよう

な縛りが、この９条の中には書かれてあります。例えば、都市施設に関する事業とか施設に、

その代替地に充てるとかですね。それからまた、買い取られた日から起算して10年を経過し

た土地にあって都市計画の変更、買い取りの目的とした事業の開始、または変更、その他の

理由によって将来にわたって代替地とか、あるいは公共施設関係で町が計画変更した場合に

は使っていいというような形で、これに書かれておるようです、第９条第１項から見てみる

とですね。 

 そういうことから見ると、次の質問の中では、この土地の価格が今回、開発公社の資料を

議員の皆さん方もみんな持っておられる、報告第１号の資料の中に25年度分が上がっておる

わけですが、その中の16ページを議員の皆さんも見てもらったらわかると思いますが、ここ

の中で公有用地というような形で１億2,155万8,723円というのが今までに説明された図書館

用地としての公有用地の流動資産、資産の部ですね、その中で上がっておるわけですが、こ

れについて間違いないですね。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長（木村 司君） 

 今、読み間違えかと思いますが、金額が１億2,155万3,724円でございます。はい、間違い

ございません。（「はい、わかりました」と呼ぶ者あり） 

○議長（鳥飼勝美君） 

 林議員。 

○11番（林 博文君） 

 多額のお金なんですよね。というのが、私が言いたいのは、この土地の価格は取得時の価
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格から相当下がっておると思いますが、そこで答弁では、周辺の売買実績から考慮してとい

うような形で、これは誰が書いたっですか。町長はそげん思うわけですか。この金額は6,000

平米ですよ、6,000平米で１反が2,000万円からする金額になるわけですよ、これを試算した

ら。確かに簿価でこの１億2,155万3,724円というのは、議員の皆さんも資料を持っておられ

るように、毎年８億円の利息の分を加算した金額がこの金額の中に上がっておると思います

が、そうでしょう。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長（木村 司君） 

 毎年36万963円の利子を払っておりますので、その分が積算されております。 

 それから、周辺の実売価格というのは、うちのほうが土地取引というんですか、その監視

の部分の委託事業も受けておりますので、周辺土地で実際に売買された価格からすると、そ

れほど差があるものではありません。 

 それから、価格の見直しにつきましては、簿価より半額、実売が半額以下になったときは

見直すのが原則というふうにされております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 林議員。 

○11番（林 博文君） 

 周辺の売買実績から見てというような形から見れば、これは本当に役場西側というのは今

でも調整区域であって、これは周りは竹やぶなんですよね。そういうのを坪６万7,529円に

これなるわけですよ。 

 先ほどから、27年３月31日現在の貸借対照表の中で出ておる１億2,155万3,723円、これは

毎年、さっき言いました８億円の利息の分が加算されて、８億8,021万4,000円の分ですね。

この分の利息の分を毎年ずっと15年間も加算された簿価の金額ですが、これが例えば民間会

社とか誰かに代替地で売るときは、この金額を頭にして交渉し、売買しなくてはならないと

私は思っておりますが、その点どんなですか。こんな高いとですよ。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長（木村 司君） 
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 先ほども申しましたとおり、皆さんの考え方もあろうかと思いますけれども、周辺の売買

価格の実例を見ますと、非常に価格が下がっているという発想は持っていないところでござ

います。 

 それから、当然、簿価というものは一つの価格を決める基準ですので、それは一つの基準

ということにはなり得るかというふうに考えております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 林議員。 

○11番（林 博文君） 

 私が言いたいのは、役場西側のあの竹やぶの今自転車のあるところをですね、今のこの金

額から見ると、例えば、売買して解散したときに、ほかの土地を売るというようなことにな

れば約７万近う、坪ですよ、７万近うで売らないと帳簿が消えないというような形に見るわ

けですが、ちょっとおかしいんじゃないかというふうに思うところです。 

 それから次が、土地開発公社は解散の時期と思うが今後も継続していくのかということで、

総合公園、これは総合公園の一環、先ほどから言いました、町長がいろんな庁舎なり町民会

館、総合公園等の公共施設や都市計画の道路関係の用地の先行取得に携わってきたというよ

うな形で、そういうふうな仕事から見れば、もう土地開発公社は解散の時期、まだ何年か前

も解散をしてよかったんじゃないかというふうに思いますが、どんなですか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長（木村 司君） 

 土地開発公社につきましては、今まで解散しなかった理由というのは、まず図書館用地が

まだ残っておりますし、そこに建てるという前提がありましたので、まだそこができなかっ

たわけでございますけれども、今回、図書館は中央公園に建てるということが決定いたしま

したので、あと西側土地の処分が決まれば、今、林議員おっしゃいますように、今後どうし

ていくかということは検討の必要があるというふうに考えております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 林議員。 

○11番（林 博文君） 

 ひとつ前向きのほうでしていただきたいというふうに思うわけですが、要は今まで土地開
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発公社の、それぞれ23年度なり24年度の事業報告書及び決算諸表というような形で１年間を、

６月議会のときに土地開発公社からこういうふうな資料をいただいて、諸表、総務に関する

事項とか、そういうふうな中で、何をしたかというような形で１年間をされておるわけです

が、理事会は年間に何回ぐらい開いてあるわけですか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長（木村 司君） 

 理事会は年２回でございます。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 林議員。 

○11番（林 博文君） 

 その理事会の２回の中で、この資料の中から見ると、平成24年度の基山町土地開発公社事

業報告ということで、開発公社が実施した事業の概要を次のとおり報告しますということで、

用地の取得はなし、２、用地の売却もなし、３、その他なしというような形で、理事会の開

催がなされておることを、やはり23年度、24年度、25年度、まあこれからですね、事業計画

なり報告なりがあっておりますが、全て金額も動いていないと。今回についても2,000円が

1,000円の貯金利息がつくと、または8,000万円のその利息が先ほど言いました公有用地にひ

っかかっていくと、転嫁されるというような形だと思います。そういうような形から見れば、

私は、何でよその市町村なんかも、開発というのはもう必要ないんじゃないかというふうな

形で、解散が早められなかったかなというふうに思うところです。 

 また、監査委員の会計管理者の天本さんの印鑑も出ておるわけですが、監査報告書の中で、

何か特別指摘する事項、また解散についての協議、ここで言う24年度で、24年４月23日に土

地開発公社、町有地の買い戻しについて基山町への依頼とか、あるいは総務省からヒアリン

グをされたときの指定事項なんかについて通知がこれに上がっておりますが、その件につい

て監査時点では何か会計管理者、思ったことがありますか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 会計管理者。 

○会計管理者（天本政人君） 

 今、議員がおっしゃられたことにつきましては、説明は受けておりますが、その内容につ
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いては、今後、開発公社をどうしていくのかとか、長期保有の土地についての協議について

は理事会の中で十分協議していただくようにという話はしておりましたが、それ以上のこと

はございません。 

 以上でございます。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 何で今まで放っておいたかと、解散を考えなかったのかというようなことのようでござい

ますけれども、やはり図書館用地というような取得目的というか、最初ございましたし、ち

ょっと不向きだなというような１回目の検討委員会、図書館の検討委員会の中でも出ました

けれども、じゃ、本当にあそこがだめなのかと。じゃ、どこに持っていくんだというような、

その決定がない中ではやっぱり公社の解散はできないということで、内々には目的もなくな

った、財産も処分できるということであれば、もう必要ないだろうというような話はしてお

りました。理事会の中でもそういう話もちょっと出たということは、ここずっとありました

し、ただ、本当にこれから先解散して、そういう先行取得というようなケースはもう皆無な

のかというようなその辺の問題、それから、それにかわる何か方策はどうなんだというよう

な、そういうことも企画政策課では検討をしてはきておりますので、いよいよその時期かな

というような気持ちは持っております。しかし、あくまでもこれは理事会の決定ということ

になりますので、その時点ではっきりさせていただきたいと思います。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 林議員。 

○11番（林 博文君） 

 この解散については前向きのほうに検討していただきたいと思いますが、土地開発基金、

先ほどちょっと財政課長にお聞きしましたが、この土地開発基金から約8,021万4,000円を土

地開発公社のほうに、年利率0.14％ですね、それが36万円の利息が毎年ついておると、それ

が、先ほどから言いました１億2,300万円に転嫁されておって、土地がずっと上がっておる

というふうな形ですが、解散した場合に、今までの土地の先行取得とか、そういうふうなと

ころをしていこうとする場合、この基金の２億8,000万円から直接は運用されないわけです

か。土地開発基金が２億8,000万円からある分のこのお金というのはどういう用途に使われ
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るわけですか、財政課長。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 城本財政課長。 

○財政課長（城本好昭君） 

 土地開発基金条例をちょっと読んでみますと、「公用若しくは公共の用に供する土地又は

公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、」というこ

とで目的が書いておりますので、目的としましては、開発公社と同様の目的で設置をされた

基金ですけれども、大きく違いますのは、土地開発基金の場合は自前で積み立てた基金の中

でそういう事業をしていくということが公社と基金の決定的な違いでございます。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 林議員。 

○11番（林 博文君） 

 私は、こんな大きな金額があると、２億からあるお金ですね。このお金の資金源というの

は、このお金はやっぱり土地を先行して安く買っておって高く売ったから、こういうふうに

残高がふえてきたわけですか。大体公共施設関係についてはもうかっちゃいかんような形に

なっておりますが、これはどこからこのお金は来たんですか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 城本財政課長。 

○財政課長（城本好昭君） 

 これは当時、昭和45年か46年に交付税措置がされまして、基金に一般会計から積み立てを

したものでございます。 

 それから、今まで事業を行ってきましたけれども、土地開発基金のその事業のやり方とし

まして、取得をして売買をしますけれども、その取得した時点から売買までの利息を取るよ

うになっていますので、その利息分で現金が生じてきているものと考えます。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 林議員。 

○11番（林 博文君） 

 私は解散をして、この土地がこれだけあるから土地開発基金として、今の利息の8,000万

円もこれにまた入れば運用ができるんじゃないかということで。 
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 ちょっと時間の関係で次に移りますが、(2)の公共施設及び町有地の有効活用については、

もう同僚議員がそれぞれ旧役場の跡、公民館なり、出ておったわけですが、やはり基山町は、

町長、ちょっと思いますが、自分の所有の財産について考えたことがありますか。例えば自

分の、本当に土地にしても建物にしても自分の財産であれば、早急にやっぱりこういうのは

取り組まなくてはいけないというふうに、また人口減少を食いとめるというような形であれ

ば宅地開発等も進めなければいけないと思いますが、個人だったら固定資産税が、町のいい

ところばっかり持ってありますので、固定資産税なんか高くついて維持しきらない状況が続

くわけですが、その点どういうふうに、あちこち町長はあるわけですが、その点どういうふ

うに思われますか、町長は。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 あちこちにあるというのは町有地がということですよね。（「そうです。そうすると、固

定資産税を自分のものに」と呼ぶ者あり）私は個人的にはそんなあちこち持っておりません

ので、固定資産税がどうこうという話じゃないんですけれども、それは確かにそのままほっ

ておくというのは、もし持っていたらほっておくというのはちょっともったいないかなとい

うような気がしますし、活用したいという気ではございますけれども、だからといって、そ

んな余りニーズもないのに、たたき売りじゃないですけれども、それを処分するとか、無理

に何か建てるとか、そういうこともいかがかなと、私個人でもその辺はやっぱり機を見て、

それなりのことで、考えでやっていかなきゃいかんとは思いますけれども。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 林議員。 

○11番（林 博文君） 

 時間があれですが、要は、ここの２で上げておりますように社協が福祉交流館のほうに移

転の後、旧役場跡地ですね、私も写真をずっと撮ってきたり、今はリサイクル資源なんかを

あそこで集められたりしてあるわけですが、また保育園の前についても、これはプレハブが

２つありますが、これは本当に散らかしっ放し、１つは２階はきれいしてありましたが、ボ

ーイスカウトとか、２階は基山町の緑の少年団、それとガールスカウトの事務所になってお

りますが、先ほどからその共同についてのそういうふうなのに使っておるということでした
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が、これは用途が違うんじゃないですか。例えば、ボーイスカウトとか緑の少年団とかガー

ルスカウトの事務所に使われておるようですが、ここを何か１つにまとめられて、やっぱり

保育園の駐車場とか、そういうのに私はされたらいいんじゃないかと思いますが、その点ど

んなですか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 答弁は誰ですか。城本財政課長。 

○財政課長（城本好昭君） 

 先ほど町長がお答えをしていますのは、旧公民館の１階部分については、公民館とか図書

館とかでブルーシートをかけて野ざらしになっていた文化財の出土品ですね、あれの一時置

き場としてあそこの旧公民館の１階のほうに置かせていただいておると。それから、たんす

とかのリサイクル品ですね、それの一時置き場としてあそこを使わせていただいているとい

うことでございます。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 林議員。 

○11番（林 博文君） 

 今、私が言ったのは基山保育園の前の分で、前の図書館跡地の西側の分ですね。それと、

旧公民館、今この施設はどこの課が管理しておるわけですか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 城本財政課長。 

○財政課長（城本好昭君） 

 あれは普通財産として財政課が管理をしています。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 林議員。 

○11番（林 博文君） 

 課長は、例えば、西側に草がいっぱい生えておりますね。そういうのを見に行かれたこと

はありますか。また、中に、私も何回もあそこを通るわけですが、いつも鍵がかかっておる

というような形で、さっき言いましたリサイクル関係の鏡とかたんすなんかがあちこちに置

いてあって、売却済みとか、確認済みとか、そういう札が上がっておるわけですが、こうい

うのは誰が管理して、そういうふうなリサイクル関係の処分はいつされるわけですか、もう
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大分長くなりますが。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 城本財政課長。 

○財政課長（城本好昭君） 

 駐車場の草にしては、なかなかあそこを実質使っておりませんので、時々見ることは見ま

すけれども、管理の面では若干見ばえが悪いというのは認識をさせていただいています。 

 それから、駐車場に鎖をしていますけれども、違法駐車とか、近隣の方、駐車スペースを

わざわざ自分たちで用意をされている方もいらっしゃいますので、なかなか駐車場に常時使

っていただくというのも許されませんので、ロープは張っているという状況でございます。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 林議員。 

○11番（林 博文君） 

 あと旧公民館跡地とか役場跡地、そういうようなのは今後、いろんな方が一般質問をされ

ましたので、ひとつ早急にですね、もう何回も検討、検討、協議をします、協議しますだけ

じゃなくて、やはり民間開発関係にも話を進めて、よければ私は早くこういうふうなのは取

り組んでいただきたいというふうに思います。 

 あと、(3)の町有地、宅地分譲開発については、人口増対策にひとつ積極的に取り組んで

いただきたい。特に開発公社が保有する西側の土地については、私は一等地じゃないかと思

いますので、宅地開発とか、そういうものに取り組んでいただければと。また、役場跡地に

ついては、横浜なんかがされております老人福祉関連のマンション、これは、けやき台の方

のひとり暮らしとか、やっぱり坂道が多いということで、けやき台の方なんかもこのマンシ

ョンに入れたり、そういうような企画もしたらどうかというふうな形で提案をして、私の一

般質問を終わります。よろしくお願いします。ありがとうございました。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 以上で林博文議員の一般質問を終わります。 

 ここで１時20分まで休憩します。 

～午後０時20分 休憩～ 

～午後１時20分 再開～ 

○議長（鳥飼勝美君） 
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 休憩中の会議を再開し、次に、松石信男議員の一般質問を行います。松石信男議員。 

○12番（松石信男君）（登壇） 

 日本共産党基山町議団の松石信男でございます。傍聴者の皆さん、大変お疲れさまでござ

います。 

 私は、町民こそが町政の主人公との立場に立ちまして、２項目について小森町長並びに担

当課長にお伺いをいたします。 

 質問の第１は、昨年６月議会でもお尋ねいたしましたが、生活保護費削減と町民の暮らし

の影響、特に保護基準の引き下げに伴って平成26年度から町民の暮らしに対する影響が具体

的にどう出るのか、大変心配するものであります。前回も申し上げましたが、安倍政権は昨

年８月に生活保護基準の引き下げを実行いたしました。平成25年度から３年をかけて670億

円、6.5％削減するというものでございます。この基準引き下げは受給世帯の96％に影響を

与え、最大で１割削減される世帯、月２万円もカットされる世帯も出てくるとともに、これ

により影響を受ける人が生活保護受給者にとどまらず、町民のさまざまな暮らしに影響して

くるということ、例えば就学援助、個人町民税非課税限度額、最低賃金に影響を与え、保育

料、介護保険料などが上がることなどが前回の質問の中で明らかになったところでございま

す。 

 私は、生活保護基準引き下げに反対するとともに、基準引き下げで町民の暮らしに影響が

出ないように基山町としての対応を求めてまいりました。そこで、３つほどお尋ねをいたし

ます。 

 まず１つ目に、今回の生活保護基準の引き下げで減額された保護費の世帯平均額、それと

廃止された世帯は何件なのか、答弁をお願いいたします。 

 ２つ目に、小中学生のうち経済状況が厳しい家庭に給食費や学用品などを補助する基山町

の就学援助の支給は生活保護基準の1.2倍を基準としておりますが、今回、生活保護基準が

下がることで、これまで就学援助を受けていた人が支給対象から外されるおそれがあります。

現在の就学援助人数と就学援助率はどれくらいか、説明をお願いいたします。 

 ３つ目に、基山町で生活保護基準を参照して金額の設定を行っている事業は何があるのか、

また、基準が下がった場合の対応についてお聞きをいたします。 

 質問の第２は、学童保育のあり方についてお伺いをいたします。 

 言うまでもなく、学童保育は共働き、ひとり親家庭などの小学生の放課後や、学校が休業
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日の土曜日や夏休みなどの長期休業日に朝から一日を過ごす施設であり、家族と同じように

過ごせる生活の場となっており、またそのことを通じて、保護者が働き続けること、その家

族の暮らしを守るという役割があることは皆さん御存じのとおりでございます。ですから、

学童保育は、子育てをすることと働くことを両立させるためには大切な事業であり、充実さ

せることは自治体の責務と考えるものであります。 

 基山町の学童保育は、保護者の要望に応え佐賀県では比較的早く入所対象児童を６年生ま

でに拡大し、開設時間も午後７時まで延長してまいりました。また、ひまわり教室への利用

者増に伴って、ことしの４月から開設されます福祉交流館でも学童保育が行われます。さら

に、子ども・子育て支援法の制定と児童福祉法の改定によりまして、国として学童保育の基

準を初めて省令で定めます。市町村は国の定める基準に従い、指導員の資格と配置基準、開

設日、開設時間、施設など条例で学童保育の基準をつくることになり、来年４月から実施さ

れることになりました。このように今、学童保育のあり方が大きく変わろうとしております。 

 そこで、２点についてお伺いをいたします。 

 まず第１点目に学童保育料、保護者負担金についてお尋ねをいたします。 

 １つ目に、この学童保育料は月曜から土曜まで預けると一月当たり3,200円、延長を含め

れば4,400円となっておりますが、経済的に厳しい家庭からこの保育料を何とかしてほしい

という声があります。保育料の減免はどのようになっているのか、お尋ねをいたします。 

 ２つ目に、入所児童の中で就学援助を受けている人は何人でございましょうか。 

 次に、２点目に指導員の労働条件についてお尋ねをいたします。 

 全国学童保育連絡協議会の2012年の調査によりますと、今、学童保育の指導員が不足をし

ています。学童保育の急増も一つの理由とされておりますが、安心して働き続ける上で、労

働条件が悪いことが大きな理由と言われています。年収が少ない、勤続年数がふえても賃金

が上がらない、退職金がない、社会保険がない、一時金がない、時間外手当がないなどの現

状が指摘をされています。子供たちが安心して生活できる学童保育をつくるためには、指導

員の労働条件の改善こそが今必要ではないでしょうか。 

 そこでお聞きをいたします。 

 １つ目に、指導員で正規職員と非正規、パート職員はそれぞれ何名でございましょうか。

 ２つ目に、指導員の時給と一人当たりの平均年収は幾らになっておりましょうか。 

 これで第１回目の質問を終わります。 
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○議長（鳥飼勝美君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君）（登壇） 

 それでは、松石信男議員の御質問に答えを申し上げます。 

 １項目めでございますが、生活保護費削減と町民の暮らしの影響についてでございます。

 (1)生活保護基準の引き下げで減額された世帯平均額、保護廃止世帯は何件かというお尋

ねです。 

 世帯ごとに状況が異なりますので、減額された世帯平均額につきましては把握をいたして

おりません。また、生活保護世帯は平成26年２月末現在で31世帯、48人でございますが、生

活保護基準の引き下げに伴い廃止された世帯はございません。 

 (2)就学援助人数と就学援助率は幾らかということです。 

 平成25年度の基山小学校は就学援助人数が38名で6.3％、若基小学校は就学援助人数が15

名で5.0％、基山中学校は就学援助人数が27名で5.6％でございます。 

 (3)基山町で生活保護基準を参照して金額の設定を行っている事業と対応についてという

ことです。本町で生活保護基準を参照して金額の設定をしている事業としては、固定資産税

減免申請、成年後見制度利用支援事業、国民健康保険減免申請、国民健康保険一部負担金の

減免及び徴収猶予などがあります。 

 その対応につきましては、平成25年８月から３年程度かけて行う生活扶助基準の適正化の

２回目分や、消費税率の引き上げの影響を含む国民の消費動向と最近の社会経済情勢を総合

的に勘案し、平成26年４月から生活扶助基準の改定が予定されていますので、その状況に応

じて対処してまいります。 

 ２項目め、学童保育（放課後児童クラブ）のあり方についてでございます。 

 (1)学童保育料、保護者負担金について。 

 ア、学童保育料の減免についてということです。申請により生活保護受給世帯等は減免し

ております。 

 イの就学援助を受けている児童は何人かということです。就学援助を受けている児童は15

名になります。 

 (2)指導員の労働条件について。 

 アの指導員で正規職員と非正規、パート職員はそれぞれ何名かということです。非正規職
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員が17名で、正規職員はいません。 

 イの非正規職員の時給と平均年収は幾らかということです。時給は主任指導員が890円で、

指導員が865円となっております。平均年収は平成24年度分で65万円となっております。 

 以上です。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 松石議員。 

○12番（松石信男君） 

 それでは、２回目の質問に移りたいと思います。 

 生活保護費削減と町民の暮らしの影響でございますけれども、今回の生活保護費の削減で

減額された世帯平均額は把握していないということでございますが、大体一月平均2,200円

ぐらいの減額になるのではないかと。また、先ほども言いましたように、１割削減、もしく

は月２万円減額される世帯も出てくるというふうに言われておりますが、どうでしょうか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 熊本健康福祉課長。 

○健康福祉課長（熊本弘樹君） 

 先ほど町長の答弁にもございましたように、それぞれ生活保護をもらってある方につきま

しては状況が非常にばらばらでございまして、月平均どれぐらい下がったかというのを把握

するのが、個々によって違いますので、その平均となると厳しいのかなというふうに思いま

すけれども、仮に、例えば70歳の世帯主がいらっしゃって、それから65歳の配偶者がいらっ

しゃった場合でいくと、月額では239円程度が、７月以前と８月の差ということで試算をい

たしております。それで、一番影響幅が大きいのは、家族４名で、例えば40歳の御主人がい

らっしゃって、それから35歳の奥様、それから６歳、11歳のお子様がいらっしゃる場合で

2,447円程度が平成25年度で引き下げられた部分ではないかというふうに考えております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 松石議員。 

○12番（松石信男君） 

 それが３年間続くわけですね。25、26、27と。そして減額されてくるというわけです。そ

れも私は憲法25条の精神からして大変けしからんことだというふうに思っておりますが、問

題はそれが生活保護費受給者にとどまらないということなんですね。これは前回も申し上げ
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ました。この生活保護基準というのが、さまざまな町の事業の基準になっているということ

なんです。それでですね、具体的に就学援助に対する影響についてお尋ねをしたところでご

ざいます。 

 先ほど就学援助については、平成25年度は小・中学校合わせて80人に支給をしているとい

うことでございます。もし引き下げ後の生活保護基準を今後算定の基礎とするならば、今ま

で就学援助を受けられていた児童・生徒が対象から外されるというふうなことが出てまいり

ます。これは大体何人ぐらいと予想されますか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 原教育学習課長。 

○教育学習課長（原 博文君） 

 実際に26年度、27年度にならないと確定したところはわかりませんけれども、現在の認定

者の中で所得が変わらないとした場合に除外されると考えられる数ですけれども、26年度で

２世帯３名、27年度で１世帯２名というふうに受けとめております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 松石議員。 

○12番（松石信男君） 

 非常にその辺が、まず最初に私は本当に心配をしているところであります。 

 それで、昨年の一般質問の中でも教育長にその辺についてお尋ねをしたところです。その

ときに大串教育長は、収入の状況が昨年とほとんど変わっていないというようなこと、前年

度と変わっていない、生活の困窮度も変わっていないというときには、それなりの判断をす

るということで答弁されました。私は、従来どおり生活保護基準が下がる前の基準で継続さ

れるというふうにそのときは解釈したわけですが、実際この26年度、一応の申請というか、

終わっていると思いますけれども、どのようにされるのか、御答弁をお願いしたいと思いま

す。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 大串教育長。 

○教育長（大串和人君） 

 御案内のように、基山町の基準としては生活保護基準の1.2というものを設けております

が、そのあたりはきちんとした、そこでもう一文たりともそういうことということでは審査
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をするときにやっていないんですね。ですから、ちょっと曖昧ですが、前申しましたように、

全く昨年と同様な収入で生活の状況も変わらないんであれば、やっぱりそれなりの判断をし

ていかなければならないのかなということを思っております。 

 ただ、この基準というのは基山町が1.2であって、これより低い市町もございます。また、

高いところもございます。そのあたりも精査しながら、ただ、一律にここで線を引いていく

というような審査の仕方は今までもやっておりませんので、中身を見ながらやっていきたい

と思っております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 松石議員。 

○12番（松石信男君） 

 それで、先ほど26年度で支給されなくなるんじゃないかという人も出てくるということで

答弁がありましたが、この26年ですね、来年度はそういう人は出てこないと、今まで支給を

受けていたけれども、受けているが、その人たちが26年度で外れるということはないという

ふうに見ていいんですか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 大串教育長。 

○教育長（大串和人君） 

 断言するわけじゃございませんが、私一人で審査をやっているわけじゃございませんので、

委員長がいて、最終的に委員長の判断というか、合議をしながら委員長がそういうことを認

めたり、認めなかったりということで審査をしておりますので、そのことについては、著し

く昨年と状況が変わらないのにわずかのところでそういうことになるということは、私とし

てもちゃんと意見は述べていきたいと思っております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 松石議員。 

○12番（松石信男君） 

 ぜひ一人でも外れることがないように、教育委員会ではそういう方向で結論を出していた

だきたいと思うんですが、厚生労働事務次官が通知を出しておりますね。これについては御

存じだと思いますが、これに、生活扶助基準の見直しに伴い他制度に生じる影響についてと

いう通知がございます。それは手元にお持ちだと思います。その通知によりますと、生活扶
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助基準の見直しについてはこれに伴い他制度に影響が生じる可能性があることから、政府で

はできる限り影響が及ばないようにすると、そういう政府の対応方針の趣旨を御理解いただ

いて、各地方自治体においても適切な御判断、御対応をいただきますようにお願いをいたし

ますと、こういった通知ですけど、あるわけですね。だから、各自治体で、私に言わすっと、

お金ばやらんばって、ぜひその辺は考えて外れる人がないようにというようなことだろうと

思うわけですよね。 

 だから、そういう意味で、そういう趣旨を踏まえて、やはり外れる児童・生徒が出てこな

いように、まず教育長の姿勢が問われると思うわけですから、可愛い、可愛いと言うとちょ

っと語弊があるんですかね、子供たちが、非常に経済的に厳しい家庭ですから、ぜひともそ

ういう方向で、再度教育長の御見解というか、お願いしたいと思います。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 大串教育長。 

○教育長（大串和人君） 

 今、松石議員がおっしゃられたことは十分に理解して、そういうことも踏まえてやってい

きたいという気持ちは十分に持っております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 松石議員。 

○12番（松石信男君） 

 次に、生活保護基準を参照してと、それに照らしてと、基山町で行っている事業について

幾つか上げられました。いろいろあるわけですが、これについて、その内容について簡単に

説明をしてください。具体的に固定資産税の減免申請とか成年後見制度とかいろいろ言われ

ましたけれども、簡単に説明してください。どういう事業なのか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 熊本健康福祉課長。 

○健康福祉課長（熊本弘樹君） 

 まず、固定資産税の減免、ほとんどが減免関係にまつわる部分でございますけれども、そ

の減免をするに当たって、この生活扶助基準以下の方については一定の減免を行っていくと

いう趣旨の内容の制度でございます。 

○議長（鳥飼勝美君） 
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 松石議員。 

○12番（松石信男君） 

 だから、その事業の内容を簡単に説明してくださいということです。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 熊本健康福祉課長。 

○健康福祉課長（熊本弘樹君） 

 まず、固定資産税につきましては、その固定資産税の賦課額ですね、この部分の賦課をさ

れた部分に関して、先ほども申し上げましたように、生活扶助基準に該当する所得以下の方

についてはその一部を減免するというものでございます。 

 成年後見制度につきましても、これは成年後見制度の利用に伴う部分でございますけれど

も、これにつきましても、生活扶助基準以下の所得の方に対してはそういった利用の支援を

行っていくというものでございます。 

 それから、国民健康保険税の減免につきましても同様のことでございまして、国民健康保

険一部負担金の減免及び徴収猶予といいますのは、その扶助基準以下になりますと通常の病

院での負担ですね、今、通常の方は３割ですけれども、これがその収入によって２割になっ

たり１割になったりという制度でございます。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 松石議員。 

○12番（松石信男君） 

 もうちょっと詳しく、わかりやすく説明してほしかったんですが、大体おわかりだろうと

いうふうには思いますけれども、その対応として、26年度から行われる生活扶助基準、生活

保護の削減の改定に応じて対応していくというような答弁だったと思いますが、それはどう

いうことですか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 熊本健康福祉課長。 

○健康福祉課長（熊本弘樹君） 

 改定の状況に応じて対処してまいりますということは、特に、先ほど申し上げた事例の中

から申し上げるならば、国民健康保険の一部負担金の減免及び徴収猶予につきましては、国

の生活保護基準が引き下げられたことによりまして、国のほうではその緩和措置を設けてお
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ります。平成25年度、現年度につきましては29分の30、それから平成26年度につきましては

28分の30、それから平成27年度以降については1.1倍に緩和をして、同じ所得のラインであ

ればそういった一部負担が受けられるようにということで、この制度についてはそういった

国の財源措置も２分の１ございまして、それに応じて減免をした場合には、その２分の１が

国保の財源で言うところの特別調整交付金の中の特別な事情があるものに該当させて、２分

の１が財源補塡されるということになっておりますので、この部分に関してはそのような状

況で対処をしてまいりたいというふうに思っております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 松石議員。 

○12番（松石信男君） 

 今言われた医療費の一部負担金の減免の部分ですね、政府が通達を出しておりますが、一

部負担金の減免措置に対する財政支援の見直しについてということで出しているわけですが、

これについてはちゃんと財政措置をやりますよということで出しているわけです。ですから、

いわゆる引き下げ後の生活保護基準でやるのではなくて、従来の基準で私はできると、され

るというふうに思いますが、そういう方向でやられるのですか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 熊本健康福祉課長。 

○健康福祉課長（熊本弘樹君） 

 この一部負担金の免除につきましては、国のほうもそういう形で従前の形に影響を与えな

いところで減免をしていくという考え方を示しておりますので、本町としても同様の取り扱

いをしていきたいというふうに考えております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 松石議員。 

○12番（松石信男君） 

 それで、それは何とか食いとめられそうですが、あとの部分なんですね。固定資産税の減

免申請部分、成年後見制度部分、国民健康保険税の減免申請部分とかですね、これは生活保

護基準が下がったらもう仕方ありませんと、それに従ってするということなんですか。26年

度の生活保護基準改定が予定されておりますので、その状況に応じて対処するということは、

要は引き下げますよと、引き下げというか、従来受けられていた人が今度は受けられんごと
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なるという状況なんですけどね。仕方ないという考え方で対処されるんですか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 税務住民課長。 

○税務住民課長（鶴田勝美君） 

 今の質問の中の固定資産税の減免の件なんですけれども、基本的には、生活保護法の規定

による扶助を受けている者が所有し自己の居住の用に使用する固定資産については100分の

100減免するということにしております。 

 それと、あと１つ、町民税の減免申請も同じく、生活保護法の規定による扶助を受けてい

る者については100分の100というふうに減免するようにしております。 

 以上です。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 松石議員。 

○12番（松石信男君） 

 だから、そこが下がってくるわけですね、生活保護基準が下がるから。今までなら受けら

れよった人が受けられんということが出てくっとやないですかということを心配しているわ

けなんですね。 

 それで、これも先ほど紹介をしておりましたように、厚生労働事務次官の通知では、各自

治体で適切な御判断、御対応をお願いしたいということで来ているわけです。だから、基準

に従いなさいということじゃないわけです。政府の言うとおりに従ってしなさいというわけ

でもないわけです。その件で、町長は昨年６月の私の質問に対しまして、その辺も非常に心

配されて、このように答弁をされております。「国がそういうことを打ち出してくれば、い

ろんな影響が出てくるわけでございます」と、「その辺のところは各担当部署ともよく検討

いたしまして、できるだけ影響が出ないように、ないように考えていかにゃいかんだろうと

いうふうに思います」ということで答弁をいただいたわけですね。だから、思っただけでは

どうかなというふうに思います。 

 先ほどの政府の厚生労働事務次官の通知にもありますように、基山町の事業について影響

が出ないようにすると、従来の基準で行きますよと、前回の答弁からすれば私はこうなるの

じゃないかと、政府のさっき言った通知なんかを見れば、基山町ではね、それはほかの自治

体はわからんですよ。でも基山町ではそれで行きますということもできるんじゃないですか。



- 313 - 

それは担当課長なり、町長でも結構なんですが、これは町長に聞いたほうがいいのかな。町

長、どのようにお考えですか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 以前にそういうお答えをしておるということのようでございますけれども、それはやっぱ

り、それを覆すというつもりはございません。ただ、今度ある程度具体的になってきました

ところでの、今出ておりますことについての解釈といいますか、それから実際の運用、進め

方、その辺のところはまた、ここで私もはっきりした言い方はできませんので、担当のほう

ともこれまた協議をしていきたいと思います。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 松石議員。 

○12番（松石信男君） 

 御存じのとおり、小森町長は基山町民のための町長でございますから、町民の暮らしの基

準が下がるということは町長も心配されているわけで、基山町としてできることがあるなら、

やはり町長の判断ですると、こういう立場に立って現行の水準をぜひ据え置いていただきた

いと、このことを申し上げておきたいと思います。 

 次に、学童保育のあり方についてでございます。 

 先ほど答弁いただきました。今、学童保育料、保護者負担金なんですけれども、減免制度

があるということであります。で、生活保護世帯だけということです。現在、減免を受けて

いる世帯件数、これは何件ありますか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 内山こども課長。 

○こども課長（内山十郎君） 

 現在、減免の世帯はございません。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 松石議員。 

○12番（松石信男君） 

 減免制度はあるけど、世帯はないということですね。この辺が、申請によるということに
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なっておりますから、生活保護世帯で学童保育に通われている方について申請されていない

ということもあるのかなというふうに思いますけれども、ちょっとこの辺、町民の方にも聞

いてみますと、そういう制度があることを知らなかったと、知りませんでしたと、最近聞き

ましたと。誰から聞かれたですかと、たしか役場職員から聞いたということですが、知られ

ていないんですよ。生活保護世帯については学童保育が減免になりますよということが知ら

れていない。いや、それは申請をしないと減免できませんのでというふうに町は言われるか

もしれんけれども、そういう減免制度があるということの周知が非常に不足しているという

ふうに実際保護者の方から声を聞きましたので、その辺はやっぱり何らかの形で周知に努め

ると、担当職員の方がそういう点では一番、ここは減免制度がせっかくあるから申請せんで

すかということなんかも言う必要があるというふうに思いますが、どうですか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 内山こども課長。 

○こども課長（内山十郎君） 

 ただいまの点ですけれども、生活に関する部分でなかなか微妙なところではございますけ

れども、一般的には減免制度があるということはもう少し皆様方に周知をしないといけない

のかなと思います。ただ、これまでの事例でいきますと、対象者の方に、申し込み等でいろ

んな御相談があったときに、こういう制度もありますから申請されてはというところでの協

議はさせていただいたことはございますので。ただ、それでも、いや、ちゃんと料金を払っ

て通わせますということで、その場合は申請をされなかったんですけれども。ただ、そうい

った御相談があった場合には、きちっとそういった制度を説明しながら、全ての方にはなか

なかそういったことは、受付の時間等もありますのでお伝えしませんが、御相談があった場

合にはお答えをしております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 松石議員。 

○12番（松石信男君） 

 ぜひそういうことでお願いしたいんですが、知らなかったということがあるんですよ。知

った上で申請せんならそれはわかりますよ。ぜひそういうことがないようにお願いしたいと。

今、減免している人がいないということでございますからね。 

 それで、この学童保育に入所されている方で就学援助を受けておられる児童は15名ほどだ
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ということですが、この世帯の方の経済状況はどのように把握されていますか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 内山こども課長。 

○こども課長（内山十郎君） 

 入所の条件に所得等の制限がございませんので、所得状況の把握はしておりません。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 松石議員。 

○12番（松石信男君） 

 就学援助を受けられている世帯の経済状況は、先ほど教育長なりから言われたように、生

活保護基準のすれすれ、1.2以下なんですよ。そこはわかってあると思うんですよね。すれ

すれなんですよね。生活保護を受けるか受けまいかという部分なんです。そういう認識はお

持ちだろうと思いますが、基山町の次世代育成支援対策後期行動計画、この中にはちゃんと

書いているんですよね。いや、就学援助を受けているところはというふうな形じゃ書かれて

いませんが、例えば、「母子家庭は児童の教育、進学、しつけなどの点で悩みを抱えており、

多くの場合、経済的、社会的に不安定な状態にあります。」ということを述べて、具体的な

施策の方向性という中でも「保育所や放課後児童クラブ等の利用における配慮」というのが

あります。「保育所や放課後児童クラブ等の利用に際し、母子家庭とひとり親家庭の利用に

配慮します。」というのがあるわけですね。まあ、御存じだというふうに思います。ですか

ら、非常に経済的に厳しい状況にあるということははっきりしているわけです。 

 それで、実は、町内で子育てしていただいている２人のひとり親家庭、母子家庭の方です

が、現状についてお伺いをいたしました。いずれの方も生活保護は受けないで、就学援助は

受けられている家庭でございます。 

 あるお母さんは、子供が２人、小学４年生と今度１年生になる子供さんがおられます。現

在小学４年生の子供さんは学童保育に入所されていると、新１年生になる子供さんも入所さ

せる予定であると。土曜日は利用料が高くなるので利用していないと。仕事はパートで月８

万ぐらいということでございました。 

 もう一人のお母さんは、子供が小学校４年、小学校１年、幼児４歳と３人で、学童保育は

利用していないと。学童保育に預けたほうが安心はできるけれども、幸い小学４年生の姉ち

ゃんがしっかり面倒を見てくれるので、子供に鍵を預けているということであります。収入
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について、正規職員ということですけれども手取り12万ぐらいと。ボーナスが一、二万円と

いうことです。 

 ですから、このように、特にひとり親家庭の現状は、先ほど就学援助を受けられている家

庭の経済状況が大変厳しい状況だというふうに言いましたけれども、非常にこれらを見ても、

学童保育にも預けたいけれどもなかなか預けられない、もしくは預けてもちゅうちょすると。

土曜日はなぜ預けんかというと、利用料が高くなると。高くなるというか、利用料が別にか

かるわけですから。だから、仕事は土曜日が休みのところを見つけていますということなん

ですよ。 

 ですから、こういう状況の中で、やはり私は、希望する全ての子供さんが安心して入所で

きる、そのような状況にする、そういうふうにすることが必要ではないかというふうに思い

ます。そのためには、やはり所得とか生活の状況を考えた減免制度の充実が今求められてい

るというふうに思っているわけでございます。 

 そこで、インターネットでもいろいろ出してみたわけなんですが、熊本県の宇土市とか島

根県の大田市では、就学援助を受けられている世帯については減免をしております。その辺

を考えて、私は利用料の減免を提案したいというふうに思っています。どうするかというこ

とでありますけれども、今、生活保護世帯は減免されておるわけですが、就学援助の受給世

帯、これは半額免除とすると。２人以上同時入所世帯、これは２人目は半額免除、３人目以

降は全額免除とすると、こういうふうに私はすべきではないかと、このように考えておるわ

けです。 

 そこでお聞きをしたいわけですが、基山町の保育料は所得に応じてなされておりますが、

どういうふうな段階になっていますか。どういうふうな保育料の決め方になっていますか。

簡単に結構です。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 内山こども課長。 

○こども課長（内山十郎君） 

 保育料のほうは、基本的に住民税の税額に基づいて段階的な階層別の保育料を設定してお

りますし、当然無料というのは出てまいります。それと、２人目、３人目については半額な

いしゼロというような形、それは保育料のほうではあります。 

○議長（鳥飼勝美君） 
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 松石議員。 

○12番（松石信男君） 

 保育料については、今言われたように、基山町では所得に応じて15段階に分けられている

わけですね。国の設定は８段階なんですね。しかし、基山町では、去年、おととしぐらいで

すか、やはり負担を下げようということで保育料が引き下げられました。さらに15段階とい

うふうに分けられて設定されています。 

 ですから、そういうのを考えれば、私は、さっき言った就学援助の受給世帯に対する減免、

それから２人以上とか３人の部分ですね、これについてはやはり検討すべきじゃないのかと

いうふうに思うわけですが、これはどなたか、町長がいいですか、こども課長がいいですか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 内山こども課長。 

○こども課長（内山十郎君） 

 御指摘のように、前回の一般質問の折にもこの御提案をいただいたところでございます。

町としましても、当然この運営については、一定の費用もかかりながら、その一部を保護者

の方の負担金という形で納めていただいて運営をし、国県の補助を受けながら運営をしてい

るところでございますので、当然その費用の部分の負担というのも考えながら、また、基本

的には保護者の方がお仕事をされているというところで保育ができないと、それでお預かり

をして、遊びと、それから生活の場を提供するという面もございますので、それをトータル

で考えながらいかないといけないと思っていますけれども、当然、今御指摘の点については

今後十分検討する部分ではないかというふうに考えております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 松石議員。 

○12番（松石信男君） 

 先ほど紹介しましたように、ほかの自治体でも保育園の保育料についてはそれだけ分けて

いると、しかし学童保育にはそれがないというのはやはり問題ではないのかという部分もあ

ります。だから、軽減措置をとっている自治体も先ほどちょっと２つぐらい紹介したんです

が、あるわけですから、ぜひ前向きに検討していただきたいというふうに思っております。 

 最後に、指導員の労働条件の改善でございます。 

 先ほど答弁いただきましたように、年収が65万円ということで非常に低いと、もちろん労
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働時間も少ないわけでございますが、非常に指導員の方はそういうひどい状況じゃないのか

と。本当に子供たちの、学童保育というのは先ほどいろいろ言いましたように大変大事な事

業でありますし、子供たちの放課後を保障すると、遊びとか生活を保障すると、そのために

はやはり指導員の方が一生懸命頑張っておられる。ですから、この指導員の処遇の改善は私

は非常に必要だというふうに思うわけです。それは私一人だけが言っているわけではなくて、

議員の間でもそういうような声がたくさん出ているわけであります。 

 それで、例えばどういうことかといいますと、これはもう指導員の処遇改善が必要だとい

うのは、たくさんの新聞報道等も出されているわけです。それはちょっと紹介する時間もそ

んなにありませんので。 

 それで、ここで１つお伺いしたいのは、この指導員の処遇の改善、子ども・子育て支援法

がありますけど、その法ではどのように述べられていますか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 内山こども課長。 

○こども課長（内山十郎君） 

 ただいま放課後児童クラブの基準に関する専門委員会というのを立ち上げられて、その中

で議論をされております。その処遇については、その資格の問題等が論点とされております。

具体的な賃金とか、そういった部分までは確認しておりませんけれども、もうしばらくする

と、最終的な委員会報告という形で成案が出てくるのではないかというふうに考えておりま

す。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 松石議員。 

○12番（松石信男君） 

 子ども・子育て支援法の附則にこのようなことが書いているわけですね。指導員の処遇の

改善、人材確保の方策を検討ということで盛り込まれたということになっています。その内

容は、質の高い教育、保育その他、子ども・子育て支援の提供を推進するため、幼稚園教諭、

保育士及び放課後児童健全育成事業に従事する者等の処遇の改善に資するための施策のあり

方、人材の確保のための方策について検討を加え、所要の措置を講ずるというふうになって

いるわけですね。ですから、これも待ったなしの課題なんですよね。 

 これ最後に時間がありませんので、きのうからもずっと出ています、町長、どのように今
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後対処していくというふうにお考えですか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 確かに、この指導員さんの処遇ということ、これはやっぱり変則勤務、時間的にもいろい

ろそういう問題もございますもんですから、その辺もやっぱり難しい面がございます。それ

はそれとして、また、できるだけいい方向には考えていきたいというふうには思います。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 松石議員。 

○12番（松石信男君） 

 ぜひそういう方向で、これからさらに法律でも位置づけられて大事な事業となってまいり

ますんで、よろしくお願いしたいということを申し上げて、質問を終わります。ありがとう

ございました。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 以上で松石信男議員の一般質問は終わります。 

 ここで２時30分まで休憩します。 

～午後２時19分 休憩～ 

～午後２時30分 再開～ 

○議長（鳥飼勝美君） 

 休憩中の会議を再開し、次に河野保久議員の一般質問を行います。河野保久議員。 

○５番（河野保久君）（登壇） 

 皆さんこんにちは。５番議員の河野保久です。休日の昼下がり、わざわざ傍聴においでい

ただきありがとうございます。 

 早いもので、東日本大震災から３年が経過しようとしております。改めて、亡くなられた

方、遺族の方には哀悼の意を表したいと思います。 

 早いもので私も議員としての３年目をやがて終わろうとして、あと１年の任期になって、

３年目最後の一般質問ということになります。議員になりましたときの責任の重さ、感じた

重さを思い起こして、住民としての目線を忘れずに、愛する基山町、そして、けやき台を住

みよい町にするために精いっぱい25年度の最後の一般質問のトリをとらせていただきます。
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いまひとときのおつき合いをよろしくお願いいたします。 

 今回は、任期残１年の活動の中心となるであろうと思われる課題の中から、けやき台関連

の諸問題と、どこまで進んだ認知症の対策という２つの事項について質問させていただきま

す。 

 それでは具体的な質問に入ります。 

 まず、質問事項の１番目です。どうするけやき台関連の諸問題ということです。 

 １番目、これはもう昨日、同僚議員のほうも関連のような質問をしておりますので一部重

複するところもあると思いますが、御回答いただければと思います。 

 １番目、白坂久保田２号線の改良工事について以下の点をどう考えているか、町の見解を

お示しください。 

 ア、平成25年12月にけやき台各自治会長（14区から17区区長）の連名で提出された「計画

実施に向けての「説明会」の開催を求める」町民提案に対する所感を問います。 

 イです。開通に伴うけやき台団地内の安全についての基本的な町の考え方をお示しくださ

い。 

 ３番目です。周辺の環境整備（三国・丸林線の高速道路ボックス、三国踏切の拡幅等）を

どのように進めていくお考えなのか、明らかにしてください。 

 ２番目、けやき台駅のバリアフリー化について、以下の点について町の見解をお示しくだ

さい。 

 ア、バリアフリー化完成までの各年度ごとの工程をどのように考えているのか。また、い

つごろの完成を目指すのか。 

 イ、地域公共交通活性化協議会に小委員会「けやき台駅バリアフリー化促進委員会」を設

置する目的をお示しください。 

 ３番目、軽トラック市の現状と今後の展望をどのように町としてはお考えなのか、考え方

をお示しください。 

 ４番目、その他、町として、けやき台を見て、今後問題になるであろうという事象や事案

があれば具体的にお示しください。 

 ２番目です。これは、認知症対策はどこまで進んだかということです。 

 昨年の６月議会で、まず認知症に対する町の考え方をただしました。そして、９月には私

なりに諸対策を挙げて提言もしました。今回は、それがどこまで進んでいるのだろうか、そ
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れから半年たっておりますが、どこまで進んだのだろうかということを確認したくてこの質

問になっております。 

 １番目、昨年９月定例会において認知症に対する具体策を質問してから約半年が経過しま

した。次に挙げる事業のその後の状況についてお尋ねします。 

 ア、認知症サポーター講座の開催状況及び受講者数を示せ。 

 イ、「認知症の人と家族の会佐賀県支部東部地区会」との連携への取り組みは進んでいる

のでしょうか。 

 ウ、徘回症状の重度の方へのＧＰＳの実費補助の検討はどうなっているのでしょうか。 

 ２番目、大牟田市では徘徊ＳＯＳネットワーク模擬訓練を平成14年度から実施して、今回、

去年たしか十何回を迎えたという話を聞いております。そして、成果を上げているという話

を伝え聞きます。基山町でも具体化できないでしょうか。お考えをお示しください。 

 ３番目、認知症に対して、町として今後取り組んでいきたいと考えている具体策があるの

でしょうか。あればお示しください。 

 以上で１回目の質問といたします。御答弁のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君）（登壇） 

 最後でございますけれども、河野保久議員の御質問にお答えを申し上げます。 

 １項目め、どうするけやき台関連の諸問題ということで、(1)白坂久保田２号線をどう考

えるかということです。 

 アの昨年末にけやき台各自治会長から連名で出された計画実施に向けての説明会の開催を

求めるという提案にどう思うかということでございます。これをいただきましたときに、や

はり地域の意見、要望をしっかりと伝えなければならないという使命感に基づいた区長さん

方の立場といいますか、お仕事の大変さを感じたということが１つ、そしてまた町民の皆さ

んへは都合７回の意見交換会と、それから広報等で説明を行ってまいりましたが、今後も住

民の皆様の理解を得られるようにさらに努めていかなければいけないというふうに感じまし

た。 

 イの開通に伴うけやき台団地内の安全についての基本的な考えということでございます。

住民が安全で安心して暮らせることが共生の基本でありますので、説明会等で住民の方の意
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見、要望をしっかり聞きたいと思っております。 

 ウの周辺の環境整備（三国・丸林線の高速道路ボックス、三国踏切の拡幅等）をどのよう

に進めていくかということです。三国・丸林線の道路改良につきましては、意見交換会でも

多くの要望があっておりますので、白坂久保田２号線の完了後に計画をしております。 

 (2)けやき台駅のバリアフリー化についてでございます。 

 アのバリアフリー化完成までの各年ごとの工程をどのように考えておるかということ、ま

たいつごろの完成を目指すかというお尋ねです。早期の完成を目指しておりますが、現在の

ところＪＲからの回答があっておりませんので、年度ごとの工程は組めない状況でございま

す。 

 次に、イの地域公共交通活性化協議会に小委員会「けやき台駅バリアフリー化促進委員

会」を設置する目的ということです。国から鉄道駅のバリアフリー化に対し補助を受ける場

合は、事業者、利用者及び関係団体から成る地域公共交通活性化協議会において、けやき台

駅バリアフリー化計画の策定が補助要件となっているためでございます。 

 (3)の軽トラック市の現状と今後の展望をどのように捉えているかということです。けや

き台朝市は、毎週日曜日に朝８時から猪ノ浦児童公園で開催しておられます。店舗数につき

ましては、25店舗登録されており、13店舗程度で開催され、来客数は約80名程度でございま

す。会場の設営につきましては、関係者の方で朝早くのぼり旗と看板を設置され、出店者の

軽トラックが会場に出入りする際の安全確認もされておられます。また、役場のほうで第１

日曜日に広報車で朝市開催を知らせ、月ごとにポスターを作成し、出店会場に掲示しており

ます。現在は、出店者の方も買い物客と顔見知りになられ、非常にいい環境でコミュニケー

ションがとられており、出店者の中には売り上げより買い物をされる方との会話を楽しみに

出店されておられる方も多く見かけられます。今後の展望につきましては、出店者の方が高

齢化により出店ができなくなった場合の課題等ありますので、けやき台朝市実行委員会の中

で十分協議していく必要があると思います。 

 (4)その他、町として、けやき台の問題として捉えている事案があれば具体的に示せとい

うお尋ねです。高齢化とそれに伴う地域の活力の維持や、交通弱者等の諸問題をどのように

対応するかが大きな問題だと考えております。 

 ２項目め、認知症対策はどこまで進展したのかということ、(1)昨年９月定例会において

認知症に対する具体策を質問してから約半年が経過した、次に挙げる事業その後の状況等と
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いうことです。 

 アの認知症サポーター講座の開催状況及び受講者数を示せということです。 

 認知症サポーター養成講座につきましては、平成25年度は平成26年２月末現在で18回開催

の392人の参加となっております。 

 イの「認知症の人と家族の会佐賀県支部東部地区会」との連携への取り組みは進んでいる

のかということです。認知症の人と家族の会佐賀県支部東部地区会は、平成23年７月に世話

人10人で設立され、会主催の「つどい語ろう会」は44回、延べ578人の方々が参加されてい

ます。本町では認知症サポーター養成講座の講師等をしていただいております。また、基山

町社会福祉協議会で実施しています認知症の相談会でも協力をいただいております。 

 ウの徘回症状の重度の方へＧＰＳの実費補助の検討はどうなっているかということです。

徘回高齢者へのＧＰＳ機能を有する装置への実費補助につきましては、事故防止や家族の心

理的な不安を解消する意味でも一つの有効な手段であると考えています。平成26年度に老人

福祉計画策を策定いたしますが、それと並行して先進地の取り組み状況等を参考に、具体的

に検討してまいります。 

 (2)の大牟田市では徘徊ＳＯＳネットワーク模擬訓練を平成14年度から実施し、成果を上

げていると。基山町でも具体化できないのかということです。大牟田市の徘徊ＳＯＳネット

ワーク模擬訓練は、住みなれた地域で、よい環境でよりよく暮らし続けることを実践する先

進的な取り組みであると考えております。本町でも現在ケア会議で検討中であり、平成26年

度には何らかの具体的な取り組みをしたいと考えております。 

 (3)今後取り組んでいきたいと考えている具体策はあるかということですが、認知症にな

っても本人の意思が尊重され、できる限り住みなれた地域のよい環境の中で暮らし続けるこ

とができる社会の実現を目指すための具体的な取り組みとして考えられることは、まず現在

実施している認知症サポーター養成講座のさらなる推進が挙げられます。また、次の段階と

して受講者を対象とした認知症サポーターステップアップ講座を開催し、その修了者による

ボランティア活動への参加促進があります。 

 次に、認知症家族を支える事業として、地域場所づくり相談会の定例開催があります。ま

た、体制づくりとして関係機関との連携会議の強化や、見守りネットワークの推進などがあ

ります。 

 以上でございます。 
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○議長（鳥飼勝美君） 

 河野議員。 

○５番（河野保久君） 

 それでは、関連の質問を一問一答形式で行いたいと思いますが、まず冒頭に、きのうの木

村議員の人口増対策のところで、けやき台の開発が終わってからというような発言が町長の

ほうからございました。私の認識としては、けやき台の開発はアトラスの跡地が完了しない

限りはまだ終わっていないという認識なんですが、その辺の認識はどうでしょうか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 きのうもその直後にちょっと河野議員からその指摘がありましたけれども、本当に私はけ

やき台の開発は終わったというような言い方をしたのかどうか、この辺はちょっとまた後日、

議事録も録音もあるわけでございますから、ちょっと確かめさせていただきます。決してけ

やき台の開発が全て終わったというような認識は持っておりません。まだまだ本当に今進め

てあります宅地分譲、あの辺も非常に私は心待ちにしておるところでございますので、申し

上げておきたいと思います。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 河野議員。 

○５番（河野保久君） 

 安心しました。それでは、その前提でお話を進めさせていただければと思います。議事録

はいいです。わかりました。真意がよくわかりましたので。 

 まず、きのうも牧薗議員のほうからもいろいろこの関連の白坂久保田２号線の改良工事に

ついては質問がありましたので、私なりにちょっと何点か質問させていただければと思いま

す。 

 まず、区長会の方々からのこういうあれを見て町長がどういう感じを持たれたのかなとい

うことで、回答のほうは計画ができた段階で説明会を行いますよというような回答をされて

いるということで、それはもうわかっているんですが、あの何回かの説明会ですね、地区の

説明会と、それから全体での説明会、それから基山町全体での説明会をやった感想として、

町長はあそこの工事の住民の理解が、必要度というんですかね、なぜ必要かという理解が深
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まったとお感じになられたのでしょうか。まずその辺の所感をお聞かせください。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 私としましては、最初のころよりも大分お話、会を重ねるごとに、全てとはもちろんいき

ませんけれども、理解もしていただけるようになったかなというような感触は持ってきてお

ります。 

 そういうところでございます。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 河野議員。 

○５番（河野保久君） 

 それで、ちょっと確認なんですけれども、25年度の去年の予算のときに、たしか調査費と

いうことで、あそこの何かありましたよね、予備調査業務委託料399万円ほど25年の予算で

上げて、それの説明の中で、三国・丸林線交差点から国道３号線までの区間で行うと。高速

道路ボックス、ＪＲ踏切、３号線との接続等の調査も行って、それでその中で交通量調査を

行いますよという説明を受けた覚えがあるんですが、そういう認識でよろしいでしょうか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 天本まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（天本正弘君） 

 町長の答弁にもございましたように、三国・丸林線の道路改良につきましては、意見交換

会の折も多くの方の御要望がございましたので、それの事前調査といいますか、それを25年

度に行っております。延長が約430メートルございますので、その中にあります高速のボッ

クス、それから三国踏切、それから三国交差点、そのあたりの関係者との意見、そういった

ものを伺ったところでございます。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 河野議員。 

○５番（河野保久君） 

 それをやっていた件で、僕は去年の予算を聞いたときに、そういうことをちゃんと調べて

からやっぱり住民に説明して、きちんとお話ししなければいけないんじゃないですかという
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ふうに一般質問を以前させていただいた覚えがあると思うんですけれども、今回の認識とし

ましては、説明会の以前に、たしか予算がついてから最初の説明会が７月だったから時間が

短いっちゃ短いんですけれども、説明会の中で交通量の調査量なり、事前に最初の段階から

この辺の話が出て、それで説明会が始まるのかなという僕は認識を持っていたのが、当初各

地区を回ったときにはそういうことは一切触れられずに、たしかけやき台全体のときに初め

て交通量がこうなりますよというような認識が示された、しかもＪＲボックスとか接続の問

題については、どういう調査をされたんだか僕は一向に今までもわからないところがあるん

ですけれども、その２点について、なぜ交通量調査を当初からそういうものをして、説明会

に臨まなかったのか、それから各接続の問題を事前調査したというなら、その調査の状況を

どうして説明しなかったのか、その辺についてのちょっと御見解をお願いいたします。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 天本まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（天本正弘君） 

 確かにそういった意見交換会、その中に実際通過しておる交通量、そういったものを提示

しながら御意見を伺うのがやはりおっしゃるように正論だったと思いますけれども、その中

でやはりそういったお話が出ましたので、確かに途中で交通量調査をいたしまして、その分

の交通量の、白坂交差点、それから上の15区からおりてきたところの交差点の通行量、そう

いったもの、それから三国３号線から入っていきます三国のところの交通量の調査をいたし

まして、その分は提示をいたしたというところでございます。 

 それから、三国・丸林線のそういったポイント、算定のところ、それにつきましては、25

年度の予算でやりまして、各担当、先ほど言いましたＮＥＸＣＯ、それからＪＲ、国道事務

所、そういったところのやはりその方たちと本当の具体的なお話をしませんとわかりません

ので、今、１月現在に成果品ができたというところでございます。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 河野議員。 

○５番（河野保久君） 

 わかりました。じゃ、その成果をちょっと一度整理していただいて、ぜひ住民のほうにも

提示していただければと思います。その辺がはっきりしないと、せっかく意見交換会でみん

なが言ったことが何をやっていたんだということになっちゃって、話だけということになっ
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て、また理解が進まないと思います。ぜひその辺はやったのであれば、きちんと説明会だけ

でなく、一応区長さんに書面というようないろんな形が考えられると思いますので、ぜひ住

民のほうには周知徹底をお願いしたいと思います。 

 僕が思うに、説明会、町長は以前よりは大分みなさんの理解を得られたと感じたと言うん

ですが、最後のほうの全体の話、全町での、体育館であったんでしたっけね、たしか。その

ときの雰囲気を見ていると、何か話がすれ違いが多かったような記憶があるんですよ。住民

はこう言っているけど、町は一生懸命こっち通すことばっかりの説明に集中している、お互

いにこの辺のすり合わせみたいのができていなかったような気がするんで今みたいな質問を

させていただきました。事前にそういう話をきちんとしていただいて、やっぱり大人と大人

の話し合いなんですから、譲るところはお互いに譲ってというのが僕の考えだったんですけ

ど、何かその辺がお互いにすれ違っていたような感じがしました。隣にある新聞記者の方が

いまして、どう思うと聞いたら、何か話が全然かみ合っていませんねというような感想をち

らっと漏らして、ああ、俺ってものの感じ方間違っていなかったんだねという感覚を持って

いますので、もう過ぎてしまったことをあれこれ言うつもりはありませんけれども、今後も

意見交換会をやられるということでしたら、出せるものはきちんと出して、実のあるものに

していただきたいという真意で、今回この質問をさせていただいていますので、その点をま

ず御考慮いただければなと思います。 

 それから僕は通す通さないの問題、これはもう町の行政のやることですから、賛成、反対

はちょっと自分としてはどうなのかなと考えたことございますけど、どういうことになって

も住民の安全がまず第一だよと。それが担保されなければならないというのが僕の基本的な

スタンスです。その安全を各担保というのは、やはり周りの道路状況もきちんと整備されな

いとということもあって、いわゆる三国・丸林線の整備も進めていただきたいという質問を

したつもりでございます。 

 なので、お尋ねですが、まず住民の安全ということで、公安委員会のほうがどうだじゃな

くて、町のほうであそこの安全について何が問題かなと考えておられるのか、具体的にお示

しいただけますか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 天本まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（天本正弘君） 
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 意見交換会の折に、やはり交通量がふえるのではないかということが一番懸念をされてお

ったと思います。その点は、やはり道路を改良するからには主目的といたしましては、やは

り交通量がふえるというのは当然私たちも認識をいたしております。その中で、けやき台団

地の北部といいますか、その方々の車、そういったものがやはり基山町の白坂交差点のほう

に行く、そういった車が今は一方的に下ってきますけれども、それが分散される、そのこと

によって交通量がふえるということは十分認識をいたしておりますけれども、その中で町が

考えておりますのは、やはりスピード、それをどのようにするのかと、制限ができるのかと、

そういったところももう少し考えていきたいというふうに思っております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 河野議員。 

○５番（河野保久君） 

 なんですよね。やっぱり僕が一番怖いのは、朝、小学校の横に立っていていつも思うのは、

朝特に車みんな飛ばすんですよね。幸いにもあそこの道路は歩道も両方広くとられておりま

すので、子供たちの事故とかそういうことは幸い今のところはないんですけれども、いつそ

ういうことがあってもおかしくないような場面を何回か私は見受けております。 

 信号のことも、きのう牧薗議員もいろいろおっしゃいましたけれども、やはり皆さんいろ

いろです、考え方は。住民の中では、もうあれで十分だと言われる方もおられるし、やっぱ

り真ん中の４丁目と３丁目、駅に下るところの真ん中ぐらいにもう１カ所欲しいよねという

お母さんたちもおられますし、その辺はいろいろだと思うんですよね。 

 この前ちょっと新聞を見ておったら、最近、何か静岡県のほうで、浮かぶ横断歩道で車の

減速をしていると。いわゆる目の錯覚を使った、写真がここにありますけれども、車で走っ

ていると浮かび上がって見えるんですって。そうすると乗っている人がおっと思って、いわ

ゆるけやき台の道路で段差をつくっているのが、あれと同じようなものが見えるような、何

か目の錯覚を利用したものがあるらしいんです。そこが小学校の歩道のすぐそばにつくって

非常に成果を上げている。費用も信号機１基幾らか僕わからないですけど、静岡市のあれで

は500万円ぐらいかかっているのが、これ１つ20万円で済んだと。それでいて大きな効果を

上げているというようなこともありましたので、信号だけにとらわれず、いわゆるスピード

という問題であるのなら、いろんなこういう事例も安くて効果が上がるものというのもある

と思いますので、ぜひ研究されて、まずスピードを落として安全を守るんだという基本姿勢
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を崩さないところで進めていただければなと思います。 

 それと、三国バイパス線のほうも確かにいろいろあって、たしかきのうの答弁だとあそこ

が通ってからやりますよみたいなお話だったんだけど、いたし方ないのかなと思いつつ、何

でなんだろうなという疑問になるところ、早くやっていただきたいなと思うのは、通る通ら

ないにかかわらず、特に高速道路のボックスのところ、もう皆さんが再三御指摘いろんなと

ころで受けていると思いますけれども、とにかくあそこが高速バスの乗り場へ行く歩道がも

う本当こんなですよね。荷物持ってかばん下げて行かれた方ならわかると思いますけれども、

危なくて危なくて、子供なんかがいたらお母さんが荷物持ったり、とにかく危ないので、あ

そこはちょっと接続の問題だけじゃなくて安全の問題から何とかならんかな、早くそこだけ

でも何とかならんかなという気がしているんですが、その辺はどうなんでしょうか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 天本まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（天本正弘君） 

 おっしゃいますように、高速のボックスのところですね、幅員が狭くてございますし、大

体道路幅員が狭うございますので、あそこのところ、そこのあたりもＮＥＸＣＯのほうとお

話をいたしております。それで、きのう申し上げましたけれども、そこにつきましては、コ

ンクリートの軀体に触らないならばボックスカルバート、そういったものの布設は支障がな

いというような御返事はいただいておりますので。ただ、道路改良をやるときには、起点と

終点がございまして、先ほど申し上げました430メートル、そういった分の道路改良をする

というようなことで計画をいたしませんと、やはりなかなか国の補助事業にはならないとい

うのが現実でございますので、その点は御理解をいただきたいと思います。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 河野議員。 

○５番（河野保久君） 

 理解したくてもちょっと危ないので余り理解したくないんですけどね。何か手を考えて、

本当、幅をもうちょっと広げるとか、歩道の何かそういうことだけでも今考えられる安全対

策をやっていただければなと思って、それは最大限の努力をしていただきたいと思います。

というのは、あそこかなり今高速バスが頻繁に走っておりますので、利用者が年々ふえてい

るんですよね。だから、何か起こってからでは遅いので、ぜひその辺は、確かに町は町とし
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ていろいろ動き方等あると思うんですけれども、まず住民の安全ということが第一であるな

ら、ぜひその辺だけでも前倒しとしてというか、何か手を打っていただいて、町長も県に言

っていただいて、副町長も戻られたら県に働きかけていただいて、何とかその辺だけでもそ

ういう意向であるということを十分に伝えていただいて、早目の実行になるようにその点だ

けでもお願いいたします。 

 ということで、先ほど申しましたように、この接続の問題については、賛成、反対、接続

することには間違いございません。もうとにかく僕の思いとしては、今回の道路の接続は決

まったわけですけれども、前から感じていたのは、これは町の進め方が悪かったから要らぬ

回り道をしたというか、いうような感じを持っていますので、今後こういう計画があるとき

には、今回の反省を無駄にしていただかなくて、住民の意思を十分に吸い上げた形、両方が

納得する形でのそういう工事にしていただければなと思います。その点だけお願いして、バ

リアフリーのところに移ります。 

 バリアフリーについては、ちょっと一、二点確認したいんですけれども、小委員会のメン

バーをまず教えていただけますか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 天本まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（天本正弘君） 

 小委員会のメンバーは10名の方にお願いをいたしておりまして、まず佐賀県、それから町

長、それから地元関係者の方が２名、それから町民のほうから２名、それからＪＲが２名、

それと国交省、それから町ということで10名の委員を考えております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 河野議員。 

○５番（河野保久君） 

 この協議会で小委員会にして、その中に分科会的なことで話を進めていって、26年度中に

要は計画案をつくらないと話が始まらないよというので、行程というか、僕はその辺のこと

も聞きたかったんですけど、もう委員は決まったわけですか。決まったのなら26年度中、早

急に会議を始めて、何かやられる予定なのかちょっとわからないですけれども、早急に計画

案をつくるということですね。計画案というと、どういうようなことを計画するんでしょう

か。 
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○議長（鳥飼勝美君） 

 天本まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（天本正弘君） 

 この事業につきましては、国交省の事業であります地域公共交通確保維持改善事業という

ことでございます。これは今の循環バスと一緒でございます。その中のメニューの中に、地

域公共交通バリア解消促進事業というものがございます。その中で、けやき台駅をバリア解

消という計画書をつくらなければなりません。その計画書につきましては、国土交通省が定

めた様式がございますので、13項目ですね、そういったものの中の計画をつくりまして、そ

れを運輸局に提出すると。それがなければこの事業は成り立たないということでございます。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 河野議員。 

○５番（河野保久君） 

 その13項目て具体的に、全部じゃなくていいです。重立ったところだけ、どんな項目があ

るのかだけちょっと教えてください。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 天本まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（天本正弘君） 

 主な項目といたしましては、目的、必要性、それから目標、効果、それから事業費、今度

はその事業費に対する負担割合、そういったものを明示されておるということでございます。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 河野議員。 

○５番（河野保久君） 

 さっき、ＪＲのほうからの回答がないんでいつになるかちょっとはっきり言えないという

んですけど、目標というか、目途として、どの辺のことを考えて動かれるんですか。その辺

だけでも差し支えない範囲で示していただけないでしょうか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 天本まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（天本正弘君） 

 26年度にけやき台駅のバリア解消化の計画書、それは策定をいたしたいと思います。それ
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に基づきまして、運輸局のほうにその対象になるのかということを申請いたします。しかし、

その前段となります事業計画の工事費、それに関しましてはＪＲの金額といいますか、どう

いった工事をやるのかといったものの提示がないと、その小委員会もまず開催できないとい

うのが現状でございますので、ＪＲのほうにも真摯にやっていただいておりますけれども、

現在のところそういったものの返事がないというのが現状でございます。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 河野議員。 

○５番（河野保久君） 

 何年待てばいいんですか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 天本まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（天本正弘君） 

 詳細にはなかなか申し上げられませんけれども、まず申請から３年程度はかかるのではな

かろうかというふうには思っております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 河野議員。 

○５番（河野保久君） 

 そうなんですよ。それで、住民の気持ちとすれば、道路は通るならしようがないねという

ニュアンスです。それよりも、その金あるんだったら一日でも早くやってほしいのはこっち

なんですよ、本当は。なので、４年かかるところをいろいろ知恵を絞っていただいて、いろ

んなところを使って、１年でも半年でも早く計画を完成できるようにしていただきたいです。

僕としては、もうこの議会終わったらやっぱり住民への認識を深めて署名運動でも始めよう

かなと思っております。そのぐらいの僕は重要なテーマだと思うし、みんなが望んでいるの

はこっちのほうが強いと思っています。僕自身もそうです。僕もあと４年たったら70になり

ます。70になったとき、あの階段登れるでしょうかって自信ありません。なので、一日でも

早い計画になるように、これはもう本当にお願いです。何とかみんなで知恵を出していただ

いて、こちらでやることがあったら、それこそ住民一体となって、住民挙げてやっていく覚

悟はございますので、ひとつ町長そんな覚悟でいろいろ働きかけていただきたいと思います

けれども、決意のほどをひとつ端的に。 
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○議長（鳥飼勝美君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 今、課長が４年程度というような言い方をしましたけれども、それの根拠というのが私も

ちょっとまだつかめません。相手があることだから、その計画にもＪＲさんのいろいろ思惑

があるということ、それから設計をやらなきゃいかん、実際かかると。その財政的なもので

４年というような数字を出したのか、そういうふうなスケジュール的なものなのか、ちょっ

と私もはっきりしませんけれども、けやき台としては待ち望んであるというようなことは十

分私も認識しておりますので、できるだけ早目にということは思っております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 河野議員。 

○５番（河野保久君） 

 時間も迫ってきましたし、次の認知症のところも大変興味があるところなので、もう一、

二点けやき台に関連して、軽トラック市。大分町のほうの御協力もいただいて毎月開催にな

って、３年ぐらいたって、2011年だから３年ぐらいたったのかな、ですよね。大分定着して

きたなと喜んでおります。ただ、ちょっと気になるのは、出店者のことを町としては課題と

して上げられておりましたけれども、高齢化ということもあるんでしょうけれども、何か見

ていると僕も毎回近所ですから、僕はちょっと散歩がてら行ける距離にあるんで行っている

んですが、大体来るお客さんが固定化してきてしまっているというか、やっぱり遠方の方だ

とかなんとかだとちょっと、４丁目の方とか２丁目の奥のほうの方とかなかなかちょっと来

ないので、この辺を何とかしなきゃいかんなという思いはあるんですよ。町で自分たちの努

力で待ち合わせ場所みたいなのを決めとって、行きますから参加していただけませんかとい

うようないろんな手はあると思うんですけれども、その辺何か町として御協力していただけ

るようなことはございますか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 松雪農林環境課長。 

○農林環境課長（松雪靖弘君） 

 今、議員御指摘のとおり、実際けやき台の公園で行っておりますので、駐車場等はござい

ません。しかしながら、朝の買い物ということでそこまで車で来るということでもなくて、
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やはり４丁目からでも徒歩でも来ていただけるというのを何らかの方法で来ていただけると、

今おっしゃいましたとおり、車で相乗りで来ていただくとか、今月実行委員会がございます

ので、そういうふうなところの提案もしていきたいというふうに思います。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 河野議員。 

○５番（河野保久君） 

 ぜひ町のほうもこのパンフレットの中に、立派なパンフレットをつくっていただいた中に、

けやき台朝市というのもやっているんですよって載っけてもらったわけですから、僕はけや

き台だけに限らず、やっぱり下のほうの方との交流というのもあるわけですから、ほかの地

域の方々ですね、そういう場になれば最終的にはいいなと思っていますので、ぜひ実行委員

会で前向きな御検討をお願いいたします。 

 それから(「済みません、一言」と呼ぶ者あり） 

○議長（鳥飼勝美君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 私のほうからも(「手短にね、時間ないから」と呼ぶ者あり）お礼を申し上げます。実行

委員会のほうで本当に真剣に取り組んでいただいて、今のところちょっと、もう一歩という

ような感じはいたしますけれども、今、河野議員が言われるように、買い物客、これをもう

少し広めるような、これはお互い連携しながらやっていかなきゃいかんと思いますので、ひ

とつまた今後もよろしくお願いいたします。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 河野議員。 

○５番（河野保久君） 

 それから、けやき台の問題、どんなこと考えていますかというところで、今、高齢者のこ

と出てくるだろうなと思ったんですが、その辺については具体的にこれから対策を立ててい

ただきたいんですが、その中で１つ僕が気になっているのは、駅前の販売事務所がございま

すよね、旭化成の。今、旭化成があそこのアトラスの計画をして、これからはいわゆる販売

事務所として最後の役目を果たすことになるんだろうと思うんですけれども、もう以前、六、

七年前ですかね、あそこを旭化成のほうから何とかしてくれませんかって区長のほうに相談
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を持ちかけられたことがあるんですよ、総務課長を通して。要は買って、何か利用していた

だけませんかねみたいな問いかけが町にあったときに、ストレートにけやき台の４区長に相

談が来たようなことを覚えているんです。あそこに住宅ができて、そしたら販売事務所とし

てもう用をなさないわけですし、旭化成としてもあそこは半分邪魔者になってきているんで

すよ。で、何とかしたいんですよ、もう完全に手放したいんです。なので、そう言ってくる

可能性が多分にあると思いますので、僕はどうしろこうしろという立場ではございませんが、

今から考えていただいて、先ほどの話ではないですが、けやき台地区の有効なものとして活

用できるような形で、今からちょっと内々で検討を始めておいていただければなと思います。

必ずそんな遠くない将来でそういう話は出てくると思います。というのは、アトラスの理事

会の中でもあそこをどうしようかねみたいなことをちらっと、向こうの社員がぽっと漏らし

たような話も聞いていますので、必ず来ると思いますので、ぜひその辺の対処はひとつよろ

しくお願いいたします。僕もどうしたらいいのかまだ考えているところです。 

 それでは、ぜひそういうことで、けやき台についてはまだまだ問題もあると思いますし、

高齢化の問題も言われるとおりです。これから町としてはお金のかかるところですが、いろ

いろな人材がいるところでもございますので、そういう意味での御協力はできる地域だと思

っておりますので、ひとつ地区と行政との連携というのは大切だというように佐賀新聞の記

事に書かれておりました。そのとおりだと思っていますので、ひとつそんなことでよろしく

お願いします。 

 それでは、認知症の問題にちょっと変わります。 

 何で今回取り上げる気になったかというと、町長のほうも既に目にとまられていると思う

んですが、これが１月４日付のウェブ町長室のあれで、ある住民の方から、私の妻が認知症

になっていますと。今、町内の福祉施設のショートステイで週５日預かってもらっています。

何とかしていただけないでしょうかと。その中に、町全体でこの問題をカバーする方策をぜ

ひ検討していただきたいと。発生したときの対応策と事前の対策としてできるだけ安い徘回

情報のようなものを開発してもらえないでしょうかと。私は実費を払ってでも早くやってく

ださいということを望みますと、切実な訴えが出ておったんです。私も同じ町内の方だった

ので、ちょっとお電話を差し上げて、全然僕らもわからなかったです。知らなくて、どうだ

ったんですかというようなお話をさせていただいて、町ではこういうネットワークみたいな

ことも考えていますよと。徘徊に対応した模擬訓練も僕はやらなきゃいけないよと思ってい
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ますと。ただ全体でやるのは難しいから、まず地域でしょうねみたいな話をしたら、さっさ

と全体でやってくださいという切実なお叱りを受けました。そのぐらいやっぱり当事者の方

は切実なんですよね。で、あれこれ申すつもりはございません。なので、まずＧＰＳの問題。

ＧＰＳがいいのかどうか僕もわかりません。そこまで、まだまだいろんなものもあると思い

ますけど、ただそういうようなものをできないんでしょうか。 

 前向きに考えるとは言っていても、半年たってもこれ進んでいません。既にみやき町はや

っておられます。なので、どういう形であれ検討していただいて、次回の補正予算で出すぐ

らいのこと、金額はそう対してかからないと思います。できないでしょうか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 熊本健康福祉課長。 

○健康福祉課長（熊本弘樹君） 

 前回のときにもこういった御要望もいただいておりまして、具体的に調査をさせていただ

いて、確かにみやき町のほうはもう既に実施をされてあるということで伺っております。 

 そういった中で、当然そのＧＰＳそのものを導入することも有効な手段であると考えてお

りますけれども、あわせて登録制度というのも併設したところで展開をしていければという

ふうに考えております。それで、具体的には回答でもさせていただいておりましたけれども、

老人計画を策定する中で並行して検討させていただいて、早ければ26年度から、遅くても27

年度にはこの制度を実施させていただければというふうに考えております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 河野議員。 

○５番（河野保久君） 

 これも町はそれでいいんでしょうけれども、当事者にとったら待ったなしなんですよ。だ

から、１カ月でも半年でも早くしてやってもらえないですかね。町長どうですか。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 ＧＰＳそのものの本当にどんなものか、どんな使い方するのか、どの程度効果的なのかと

いうようなこと、それはわからないじゃないんですけれども、その辺のこともやっぱりいろ

いろ検証しながら進めていかなきゃいかんということもあると思いますので、それはできる
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だけ早くということを今おっしゃいましたので、早目早目にというようなことでやっていき

たいなとは思います。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 河野議員。 

○５番（河野保久君） 

 それから、ＳＯＳネットワークもこれ去年やられたときに、ちょうど去年の９月22日に大

牟田市でやられて、私も行ってみたいなと思ったんですよね。大牟田市はしっかりしていま

すよね、ちゃんと参加費用3,000円取るんですよ、弁当代とか取って。それでも見に来る

方々がいっぱいおられるんですよ。それだけのすばらしい事業だということだと僕は解釈し

ております。これに鳥栖地区広域市町村圏組合の方が、当町から行っておられる出向の職員

も含めて３人、ここの支援センターの所長も行かれました。どうだったですかと、すばらし

いですね、基山でも何とかやりたいですねと所長はえらい感激して帰っておられました。ニ

ュースでも報道されて、たまたまその所長が映って、ああよかったですみたいなあれがあっ

たんですよね。 

 ぜひ、日本はいろいろ、これ読売新聞で出している「認知症 明日へのヒント」という本

があったんですけれども、これを読むと日本は認知症に対して後進国なんですよね。ただ後

進国でありながら、世界の先進国から見て大牟田のやっていることはすばらしいという評価

が出ているんですよ。それだけの先進地が１時間も走ったぐらいのところにあるわけですか

ら、どんどんどんどん勉強させていただいて、基山は認知症に対する先進地、佐賀の中での

先進町になっていただきたい。やることはわかりません。どういうふうになるのか。でもや

ってみないと何の反省も出てこないし、具体的な対策は出てきません。なので、これはそう

金のかかることでもないし、やる気になればできます。ただ、鳥栖地区広域市町村圏組合の

地域包括支援センター長が言っていました。基山町は、いわゆる相談は来ますと、こういう

ことやってくださいて。確かにケア会議もやっておるのは、いろんな方が、町の関係の方が

来ておられますけれども、司会は向こうの支援センターのセンター長がやっておられるんで

すよ。僕は、もうそれは当初の動き方としてはそういうところの鳥栖地区広域市町村圏組合

のあれでいいと思うんですけど、もうぼちぼちあれも町主体の、そこに支援センターも入っ

てもらう、いろんな事業者も入ってもらうという会議に、方向を少しずつ転換していかなき

ゃいけない時期になってきていると思うんです。というのは、町で具体的に何もできないと
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いうのがセンター長の悩みなんですよ。皆さんから意見を言っていただけます。じゃ、町に

持っていって、町が何かやってくれる、どこまでやってくれるのかな、彼女たちや彼らたち

はやっぱり鳥栖地区広域市町村圏組合の立場で来ていますから。なので、そういう体制をつ

くっていただきたい。その前段として、町が先頭に立ってみると、すぐケア会議で検討しま

すとかという言葉が簡単に出てくるんです。じゃなくて、基山町としてどうするかというこ

とを鮮明に打ち出していただきたい。これについてもすぐやるという御返答がいただきたい。

そういうことであるなら幾らでも協力します。まず町長から。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 センター長は町でというような、そういう言い方をしたということでございますけれども、

これはそれぞれが責任のなすり合いじゃないけれども、この大牟田市だって、これは大谷る

み子さんという方が本当にＮＰＯとして施設として立ち上げてということでございますので、

ぜひとも基山町もそういう形で、町が介入しないということじゃございませんけれども、何

もかも町でということじゃなくて、やっぱりそういう何かがどこかで生まれてきてくれたら

ありがたいなと、町ももちろんやらなきゃいけませんけれども、そういうことでちょっとま

た皆さんと考えていきたいなとは思います。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 熊本健康福祉課長。 

○健康福祉課長（熊本弘樹君） 

 確かにケア会議でということでお答えをしたところでございますけれども、実は本年度中

に高齢化の進んだ地区をモデル的に指定させていただいて取り組みをというふうにちょっと

考えておりましたけれども、なかなか実施できませんでしたので、少なくとも26年度中には

そういった形の地区をモデルとしたＳＯＳ訓練については取り組みを行っていきたいという

ふうに考えております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 河野議員。 

○５番（河野保久君） 

 大牟田もたまたま何か徘回されている方の死亡事故があって、これじゃいかんねというと
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ころから始まった事業であるというように聞いています。だから、そういう不幸なことがあ

ってからやるんじゃ本当に不幸なんですよ。なので、そうなる前にやれるところから、考え

られるところから手を打っていっていただきたいと思います。なので、ひとつ必ずやってく

ださい。来年になって、やっていません、まだ検討できませんでしたでは、僕はちょっと腹

立ちますよ。かちんときていますよ、次は。ひとつよろしくお願いします。 

 認知症についてはそういうことでございます。なので、やっぱり僕は基本的にそういう弱

い方々、みんななりたくて認知症になるわけでもないし、一番怖いのはいつ誰がどこかでな

ってしまうということなんですよ。ただ、やっぱりその人たちも人間であるし、感情は残っ

ているし、僕もある身内の中で１人認知症になった人間おりますので、ちゃんと感情は残っ

て、例えば、自分の子供のこととかすごく覚えていて大切に思うし、皆さん認知症というと

何か忘れてしまったり、何か物忘れだろう、そういうことだけしか浮かばないですけれども、

やれることっていっぱいあるんですよね。そうやって、やっぱり地域に貢献したいという気

持ちも残っているんですよ。だから、そういう人たちを包み込めるような町は優しい町であ

り、安全な町だと、僕はそういう町にしたいなと、自分自身のためにもそういう町にしたい

なと思っています。なので、ひとつその点に何か意見があればお聞きしたいですが、町長ど

うですか、その辺の御決意、最終的に。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

 私ももう全く一緒です。安全も必要ですし、それから安心、みんなで通じ合って生きてい

くというような、そういう心のある町づくり、これがやっぱり必要だというふうには思って

おります。いろんなやらなきゃいかんこともございますけれども、詰まるところやっぱり心

と心のつながり合い、この辺をみんなが共有するというような、そういう町づくりをぜひと

もみんなとやっていきたいと思っております。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 河野議員。 

○５番（河野保久君） 

 総合計画で、僕はこの前、意見交換会があったときに、１つ気に入ったこと、愛が大きい

基山町、この言葉はいいあれだなと思いました。やっぱり愛があふれるそういう町にしたい。 
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 それともう１つ言い忘れたのが、その意見交換会で、基山町というと皆さん住みやすいと

いう認識ございますよね。ある１人の方から、若いお母さんでした。私はけやき台に住んで

いますと。この町に移り住まなきゃよかったって言われた方がおったんです、お母さんに。

何でかなと思ったら、けやき台に住んでいます、乳幼児がいます、遊ぶ人がいない、周りで

遊びたいと思っていてもいない。唯一私の心のよりどころは、そこの保健センターの２階で

すと。ちょっと寂しいなって、僕としてもおやっと思いました。ああ、やっぱりこういうよ

うな見方も拾い上げていかなきゃいけないんだねって、つくづくそのとき思いました。なの

で、そういうところにも目の行き届く、安心、安全で優しい愛あふれる町に基山町をするた

めにこれからも頑張っていきますので、その決意表明をいたしまして一般質問を終わらせて

いただきます。どうもありがとうございました。 

○議長（鳥飼勝美君） 

 以上で河野保久議員の一般質問を終わります。 

 本日は以上をもちまして散会といたします。 

～午後３時30分 散会～ 

 


